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世田谷区は、区民のだれもが安心して暮らせるまち、人々との

ふれあい、支えあいながら生き生きと活動できるまちをめざし、

福祉のまちづくりのための施設整備を推進してきました。 

こうした取り組みを一層推進するため、平成 19年には、ユニバ

ーサルデザインの考え方を基本とした「世田谷区ユニバーサルデ

ザイン推進条例」を制定するとともに、これに基づく計画として

平成２１年に「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」を策定

し、安全で安心して住み続けることのできる地域社会の実現に向

けて取り組んでいます。 

東京 2020大会において、区は、「共生社会ホストタウン」に登

録され、更に、これまで区が進めてきているユニバーサルデザイ

ンのまちづくりや、心のバリアフリーの取組みが高く評価され、

「先導的共生社会ホストタウン」に、認定されました。これは、

全国でも 15団体の数少ない事例です。 

区ではこれを機に、ユニバーサルデザインのまちづくりを更に

加速させ、誰もが住みやすい、地域共生社会の実現を目指す取組

みの一環とするため、このたび、バリアフリー法に基づき、「世田

谷区移動等円滑化促進方針」を策定いたしました。 

策定にあたっては、学識経験者、高齢者、障害者、子育て団

体、施設設置管理者や交通事業者、交通管理者などにより構成す

る協議会を設置し、検討を積み重ねてまいりました。また、区民

参加によるまち歩きやワークショップを開催し、意見交換を行う

とともに、パブリックコメントを実施し、191件のご意見をいただ

きました。 

本方針と「世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画」が一体と

なり、施設の利用と移動に関するバリアフリー化の促進に向けて

様々な事業者との連携・協力を図りながら、ユニバーサルデザイ

ンのまちづくりを更に進めてまいります。 

最後に、本方針の策定にあたり、貴重なご意見をお寄せ頂きま

した区民の皆様、熱心にご審議いただきました「世田谷区移動等

円滑化促進方針策定協議会」の委員の方々に、心より御礼申し上

げます。 

 

世田谷区長 保坂 展人 
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 はじめに 

１.１ 背景と目的 

世田谷区では、区民のだれもが安心して暮らせるまち、人々とのふれあい、支えあいな

がら生き生きと活動できるまちをめざし、福祉のまちづくりのための施設整備を推進してき

ました。昭和 56 年の「国際障害者年」を契機に、世田谷区福祉のまちづくりのための施

設整備要綱（昭和 57年 4月）制定後、梅ヶ丘駅周辺をモデル地区とした福祉のまちづく

りのための施設整備を進めるとともに、関連法や都条例制定にあわせ、平成 19 年 3 月

に世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例（以下「ＵＤ推進条例」という。）を制定、それ

に基づく計画として世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画（以下「ＵＤ推進計画」とい

う。）を平成 21 年 3 月に策定、世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備 UD 推進地区

（以下「UD 推進地区」という。）を中心にユニバーサルデザイン（以下「ＵＤ」という。）の

考え方に基づく取組みを推進してきました。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）の

開催を契機として、ソフト面の対策強化や心のバリアフリーのさらなる取組みの推進、また、

新たに移動等円滑化促進方針に関する制度（以下「促進方針制度」という。）を追加する

ため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー法」

という。）が改正されました（平成 30 年）。これにより、移動等円滑化促進地区（以下「促

進地区」という。）を定め、施設や経路を具体的に位置づけることで、バリアフリー化を促

進していく枠組みが整いました。 

本区は、東京２０２０大会におけるアメリカ合衆国のホストタウン、さらに共生社会ホスト

タウンに登録され、アメリカオリンピック・パラリンピック委員会のパラリンピアンとの交流事

業など数多くの共生社会ホストタウン事業を展開してきました。また、令和元年１０月に「先

導的共生社会ホストタウン」に認定されたことを受け、ＵＤのまちづくりや心のバリアフリー

の推進などにより、共生社会の実現に向けた取組みを推進していくこととしています。 

よって、これらの取組みをさらに推進するために平成３０年に新設されたバリアフリー法

に基づく促進方針制度を活用し、世田谷区移動等円滑化促進方針（以下、「促進方針」

という。）を策定し、UD推進計画とともに、一体的な UDのまちづくりを推進していきます。 
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１.２ 位置づけ 

本方針は、バリアフリー法に基づき策定するもので、障害者差別解消法に基づく

条例、区の上位・関連計画との連携・整合を図った方針とします。 

図 １.１ 促進方針の位置づけ  

移動等円滑化促進方針 ＵＤ推進計画 

国 

世田谷区 

ＵＤ推進条例 

一体的なＵＤの推進 

バリアフリー法 

東京都 

計画・方針 

◆ 世田谷区交通まちづくり基本計画 
◆ 世田谷区第四次住宅整備方針 
◆ 世田谷区産業振興計画 
◆ 世田谷区建築物整備・保全計画 
◆ 世田谷区公共施設等総合管理計画  
◆ 世田谷区地域保健医療福祉総合計画 

◆ せたがやノーマライゼーションプラン
（世田谷区障害施策推進計画） 

◆ 第８期世田谷区高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画 

：基づく ：整合 

障害者差別解消法 

世田谷区基本構想 

福祉のまちづくり条例 

◆ 世田谷区子ども計画（第２期）
後期計画 

◆ 世田谷区立小・中学校特別支援
学級等整備計画 

◆ 第２次世田谷区教育ビジョン・
調整計画 

◆ 世田谷区特別支援教育推進計画 
(調整計画:令和４年度～令和５
年度） 

等 

世田谷区障害理解の促進と地域
共生社会の実現をめざす条例 

 

世田谷区基本計画 
 

ユニバーサル社会実現推進法 
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１.３ 移動等円滑化促進方針とは 

鉄道駅を中心とした地区や、駅や官公庁、病院、福祉施設など高齢者や障害者等

が日常生活において利用する施設が集まった地区において、面的・一体的なバリア

フリー化の方針を区市町村が示すものです。 

なお、促進方針策定後、移動等円滑化の状況について概ね５年ごとに調査すると

ともに、社会情勢の変化、バリアフリーをとりまく環境、技術、人々の意識等を踏

まえ、必要に応じて促進方針の見直しを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.２ 促進地区・生活関連施設・生活関連経路のイメージ 

 

促進地区 
バリアフリー法に基づき、移動等円滑化を促進することが、総合的
な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地
区を促進地区として区が定める。 

生活関連施設 
駅や官公庁施設、福祉施設、商
業施設などのうち、高齢者、障
害者等が、日常生活において
多く利用する施設。 

生活関連経路 
生活関連施設を結ぶ経路のう
ち、高齢者、障害者等が、日常
生活において利用する経路。 
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 現状と課題 

２.１ 区の概況 

（１） 人口、高齢者、障害者、外国人、乳幼児の状況 

 人口 

⚫ 本区の総人口は約 92 万人、総世帯数は約 49 万世帯であり、令和２年までは

増加していましたが、近年は横ばいの傾向にあります。 

 

出典：世田谷区ＨＰ統計情報館（各年 4月 1日） 

図 ２.１ 人口・世帯数の推移 

 高齢者 

⚫ 令和５年の高齢者数（65歳以上）は 186,918人で、高齢化率は 20.4％であり、

近年、高齢化率は横ばいの傾向にありますが、高齢者数は増加しています。 

 
出典：世田谷区ＨＰ統計情報館（各年 4月 1日） 

図 ２.２ 高齢者数・高齢化率の推移  
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 障害者 

⚫ 令和 4年の障害者数は 31,342人で、総人口に対する割合は 3.4％となってい

ます。そのうち、身体障害者数は 19,528人で、肢体不自由が最も多く 8,891

人となっています。また、知的障害者数は 4,366人、精神障害者数は 7,448人

となっています。 

 
出典：世田谷区保健福祉総合事業概要（令和４年 9月） 

図 ２.３ 障害者数の推移 

 外国人 

⚫ 令和 5年の外国人人口は 23,711人で、総人口に対する割合は 2.6％となって

います。新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に減少傾向でしたが、増

加の兆しが見られます。 

 
出典：世田谷区ＨＰ統計情報館（各年 4月 1日） 

図 ２.４ 外国人人口・構成比の推移乳幼児  
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 乳幼児 

⚫ 令和５年の乳幼児人口は 38,894人で、総人口に対する割合は 4.2％となって

います。人口及び構成比のいずれも減少傾向にあります。 

 
出典：世田谷区ＨＰ統計情報館（各年 4月 1日） 

図 ２.５ 乳幼児人口・構成比の推移 
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（２） 人口、高齢者、障害者、外国人、乳幼児の状況に対する課題 

世田谷区の人口は約 91.6万人で、特別区の中で最も人口が多く、65歳以上の高齢

者数は約 18.6万人で高齢化率は 20.4％と特別区平均の 21.6％を下回っています。 

しかし、2.1(1)で整理したように、近年、高齢者数は増加傾向にあるとともに、障

害者数の総人口に占める割合も概ね３％程度を占めています。 

また、外国人数は 2.6％程度ではありますが、世田谷区多文化共生プランが示すと

おり、誰もが安心して暮らせるまちの実現に向け、外国人向けの多言語による情報提

供なども必要となっています。一方、乳幼児数についても減少傾向ですが、世田谷区

子ども計画（第 2期）後期計画においては、子どもや子育て家族が安心して気軽に外

出できる社会環境の整備など、様々な取組みにより「子どもがいきいきわくわく育つ

まち」を目指しています。 

このことから、高齢者、障害者をはじめ、外国人や子育て層にも暮らしやすいまち

づくりの推進に向け、さらなるＵＤ推進、バリアフリー化の促進が必要です。 

(採用数値については特別区比較のため前項目と基準日が異なります。) 

 
図 ２.６ 特別区別人口一覧 

 
令和 4年 1月 1日住民基本台帳より作成 

図 ２.７ 特別区別高齢化比率一覧  
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（３） 道路の状況 

本区内の道路は、都市計画道路とそれを補完する主要生活道路によりネットワ

ークが構成されています。環七通り、環八通り、甲州街道（国道 20号線）、玉川

通り（国道 246 号線）、目黒通りといった都市の骨格を形成する幹線道路は整備

済みですが、都市計画道路の整備率は５割弱で、主要生活道路の整備率も４割弱

と低く、主に区の西側地域に道路のネットワークが不充分な地域となっています。 

 

 

 
世田谷区道づくりプランより 

 

図 ２.８ 幹線道路網 
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（４） 公共交通施設の状況 

 鉄道 

本区内に駅のある鉄軌道は、小田急、東急、京王の各電鉄の７路線、合計 41駅

あり、主に東西方向の移動手段として利用されています。 

※京王線と京王井の頭線の明大前駅、東急田園都市線と東急大井町線の二子玉川駅、小田急

小田原線と京王井の頭線の下北沢駅は１駅とする。 

<路線毎の駅数＞ 

小田急小田原線 （10駅） 

東急田園都市線 （６駅） 

東急大井町線 （５駅） 

東急目黒線 （１駅） 

東急世田谷線 （10駅） 

京王線  （７駅） 

京王井の頭線 （５駅） 

 

＜乗降客数の多い主な駅＞ 

明大前駅  （約３０万人/日） 

二子玉川駅 （約１７万人/日） 

下北沢駅  （約１６万人/日） 

三軒茶屋駅 （約９万人/日）    出典：世田谷区統計書（令和３年） 

※乗換乗降客数を含む。 

 

 バス 

本区内の路線バスは、４社・１局により８３路線運行されています（令和４年４

月現在）。その内１０路線がコミュニティバスとして運行されています。 

区内の路線バスは南北方向等の移動手段として、約１４万人/日に利用されてい

ます。 

＜バス事業者＞ 

東急バス   ４９路線 

小田急バス  ２３路線 

京王バス   ８路線 

関東バス   ３路線 

都営バス   １路線 

  （共同運行含む） 

公共交通機関対策等特別委員会資料、世田谷区統計書より 
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令和２年度世田谷区バリアフリー化状況調査報告書をもとに作成 

図 ２.９ 公共交通網 
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（５） 世田谷区におけるユニバーサルデザイン推進の取組み 

 ユニバーサルデザイン推進条例 

⚫ ＵＤ推進条例により不特定又は多数の者が利用する施設で、特に生活環境の

整備を推進する必要がある建築物、道路、公園、駅などの公共交通施設等を

規則で定める用途・規模以上で新設又は改修する際、事前の届出を義務づけ、

指導・助言及び審査を行うことにより、区立の建築物だけでなく民間等の建

築物も含めたＵＤによる整備を推進しています。 

⚫ ＵＤ推進条例に定められた整備基準又は遵守基準に適合した建築物では、建

築物の敷地に接する道等から主要な出入口を経て利用居室等までの経路、エ

レベーター、トイレ等の設備について、円滑な利用に配慮した整備が行われ

ています。 

 

 

 

 

 

 

  

⚫ ＵＤ推進条例では「公共的施設及び集合住宅の生活環境の整備を積極的に推

進する必要があり、生活環境の整備を一体的に行う必要があると認める地区」

として５つの地区をＵＤ推進地区として指定し、ＵＤの視点によるまちづく

りを進めてきました。（参考３：参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１１ UD推進条例 

遵守基準適合証シール 
図 ２.１０ UD推進条例 

整備基準適合証シール 

図 ２.１２ UD推進地区 
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 世田谷区ユニバーサルデザイン推進計画 

⚫ 令和元年度よりＵＤ推進計画（第２期）の後期計画を進めており、25の施策・

事業に基づき、生活環境の整備を進めています。 

⚫ ハード面の取組みでは、区立施設のＵＤによる整備や、鉄道駅におけるホー

ムドア整備の促進、歩きやすい歩道の整備、多様なニーズに対応した公園の

整備などを実施しています。 

⚫ ソフト面の取組みでは、ＵＤの普及啓発活動、ＵＤ情報の活用、情報のＵＤ

ガイドラインの作成・普及、ＵＤによる区有施設の整備、多様な情報媒体の

普及・活用の推進、職員研修等を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

これまで、ＵＤ推進条例、ＵＤ推進計画に基づきＵＤの取組みを推進してき

ました。今後更なるＵＤ推進を図るため、既存の鉄道駅やその徒歩圏に立地す

る公共的施設、そこへ至る道路、信号機等における面的・一体的な施策の推進

が必要です。 
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（６） 交通バリアフリー法に基づく取組み 

⚫ 三軒茶屋駅周辺地区を対象に、交通バリアフリー法に基づく交通バリアフリ

ー基本構想が平成 17年度に策定されました。この構想では、三軒茶屋駅とそ

の周辺の道路について、交通バリアフリーの実現を図るため、鉄道事業者や

道路管理者等が平成 22年度までに取り組む事業などを示しました。 

⚫ 主な事業の成果としては、田園

都市線三軒茶屋駅構内におけ

るエレベーター及びバリアフ

リートイレの設置、三軒茶屋交

差点における横断歩道の新設、

玉川通りや世田谷通りにおけ

る視覚障害者誘導用ブロック

の整備・改修、茶沢通りの歩道

改修、横断歩道の音響信号機・

エスコートゾーンの設置等が

挙げられます。 

⚫ 基本構想策定時において長期

課題となっていた田園都市線

三軒茶屋駅南口の改札階から

地上までのエレベーター設置

については、令和元年６月に実

現しました。 

⚫ 特定経路の整備により歩道の

バリアフリー化を推進しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 三軒茶屋駅周辺地区では、交通バリアフリー法に基づく「交通バリアフリー

基本構想」を策定し、鉄道駅や周辺道路等における重点的な取組みにより、バ

リアフリー化が進められています。 

 その後、総合的・一体的なバリアフリーを推進するため、交通バリアフリー

法とハートビル法を統合・拡充しバリアフリー法へと改正され、新たな基準も

追加されました。 

 今後、更なるバリアフリーを推進するため、改正された法の趣旨を踏まえた、

全区的なバリアフリー化の促進が必要です。 

 

【三軒茶屋交通バリアフリー基本構想】 

三軒茶屋駅前広場 

重点整備地区・特定経路図 

図 ２.１３ 三軒茶屋交通バリアフリー基本構想 
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（７） 各施設のバリアフリー化の現状 

 公共交通施設 

① 鉄道 

⚫ 本区内にある全駅について、出入口から改札口を経てプラットホームまでのバ
リアフリールートの確保、バリアフリートイレの設置（一部の軌道駅を除く）、
視覚障害者誘導用ブロックの設置等のバリアフリー化が完了しています。 

⚫ プラットホームにおける転落防止については、15駅（令和５年４月現在）でホ
ームドアが整備済みであり、それ以外の駅では、内方線付き点状ブロックが整
備済みです。 

⚫ ソフト面の取組みとして、車椅子使用者やベビーカー使用者の乗降介助や聴覚
障害者に対する筆談対応など、乗務員による接遇・介助の実施、声かけサポー

ト運動などの広報・啓発活動の実施などが行われています。 

⚫ 構造面等の理由から、エレベーターの増設やホームドアが設置されていない駅
もあります。 

表 ２.１ 区内の鉄道駅ホームドア整備状況 

路線名 駅名 今後の目標・予定 

小田急小田原線 
東北沢、下北沢、世田谷代田、梅

ヶ丘 

１日の利用者数が 10万人以

上の駅へ優先して設置 

東急田園都市線 
池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、

桜新町、用賀、二子玉川 
― 

東急大井町線 
九品仏、尾山台、等々力、上野

毛、二子玉川 
― 

東急目黒線 奥沢 ― 

京王線 ― 全駅整備に向け検討を進める 

京王井の頭線 下北沢 全駅整備に向け検討を進める 

資料：各鉄道事業者のホームページ（令和５年３月現在） 

 

② バス 

⚫ 本区内の路線バスは、全てノンステップバスにより運
行されています。 

⚫ 車椅子使用者やベビーカー使用者の乗降介助や聴覚
障害者に対する筆談対応など、乗務員による接遇・介
助が実施されており、そのための社内研修が実施され
ています。 

⚫ 区はこれまでに 119基（令和４年４月現在）のベンチ
を停留所に設置するとともに、バス事業者へ補助する
ことにより 24 基の上屋の（令和４年４月現在）整備
を促進しました。一方、道路幅員上の制約から、ベン
チ設置後の十分な歩道幅員の確保や上屋整備が進ま
ないといった課題もあります。 

  

図 ２.１４ 上屋が整備

されたバス停 



17 

③ タクシー 

⚫ 本区内の一部のタクシー事業者においては、ＵＤタクシー車両の導入に取組

んでいますが、導入に至らない事業者もいる状況です。 

⚫ 車椅子使用者やベビーカー使用者の乗降介助や聴覚障害者に対する筆談対応

など、乗務員による接遇・介助が実施されており、そのための社内研修が実

施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 道路 

⚫ 道路のバリアフリー化のため、歩車道の段差解消、舗装更新、視覚障害者誘

導用ブロックの設置・改修などが実施されています。 

⚫ ソフト面の取組みとして、道路パトロールや放置自転車クリーンキャンペー

ンなどが実施されています。 

⚫ 道路と沿道建築物等とのすり付けや、十分な歩行者空間の確保ができていな

い箇所もある状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 交通安全施設 

⚫ 「交通バリアフリー基本構想」における重

点整備地区や、区役所周辺、梅ケ丘駅周辺

などの一部に、横断歩道の音響式信号機の

設置・改良や、エスコートゾーンが整備さ

れています。 

 

  

図 ２.１６ UD タクシーの表示 

図 ２.１７ 道路パトロール 図 ２.１８ 放置自転車の撤去 

図 ２.１９ エスコートゾーン 

図 ２.１５ UD タクシー 
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図 ２.２１ 区民参加の様子 

 都市公園 

⚫ 東京都によるインクルーシブ公園の整備な

ど、公園整備事業として先進的な取組みが実

施されています。 

⚫ トイレの整備については、地区公園や運動公

園といった規模の大きい公園ではバリアフリ

ー化が実施されています。その他の街区公園

などでは、改修の機会を捉えバリアフリー化

に取組んでいます。 

 

 建築物 

⚫ ＵＤ推進条例に基づいた建築物の基準適合数

は増加傾向にあり、施設のバリアフリー化やＵＤの考え方の理解が広まって

います。 

⚫ 公共施設では、エレベーター扉のガラス窓や、トイレの大型ベッドなどの施

設整備については、改修の機会を捉え実施しています。 

 区民参加によるバリアフリー化の促進 

⚫ 昭和 56 年の国際障害者年を契機に、昭和 57 年より「梅丘ふれあいのあるま

ちづくり」をはじめ、その後も５つの総合支所でのＵＤ推進地区での取組み

においても、区民参加によるＵＤまちづくりを展開してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各施設のバリアフリー化については、ＵＤ推進条例等により一定のバリアフ

リー化が図られていますが、改正バリアフリー法や移動等円滑化整備ガイドラ

インの改訂内容（バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組の強化、

踏切での視覚障害者の誘導について等）を踏まえ、さらなるバリアフリー化の

促進が必要です。 

図 ２.２０ インクルーシブ公園

（砧公園） 
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２.２ 促進方針の策定に向けた課題 

バリアフリー化の現状と課題を踏まえ、促進方針の策定に向けた課題を以下に示

します。 

 

課題１：ＵＤ推進計画と一体的な施策の推進 

   これまで、ＵＤ推進条例に基づき新設・改修時における基準への適合義務、努

力義務を課す枠組みを活用し、バリアフリー化を推進してきましたが、既存施

設のバリアフリー化については新設・改修の機会を待つ必要がありました。ま

た、ＵＤ推進条例では位置づけられていない音響式信号機や横断歩道へのエス

コートゾーンの整備などの促進も求められています。 

   このため、さらなるＵＤ推進のためには、バリアフリー法の枠組みや考え方を

活用するとともに、ＵＤ推進計画と一体的となった施策の推進が必要です。 

 

課題２：区全域におけるバリアフリー化に向けた方針の設定 

バリアフリー法の枠組みを活用した促進方針制度では、促進地区を定めると

ともに、区全域を対象とした施設や心のバリアフリーに関する方針を示すこと

が可能となります。 

区全域におけるバリアフリー化の促進に向けた取組みとして、施設のバリア

フリー化をはじめ、心のバリアフリーの普及、理解促進のため、各事業者や小中

学校における教育・啓発事業の促進、情報のバリアフリーの促進など、ハードと

ソフトの両面からバリアフリー化の促進を図ることが望まれます。 

ＵＤ推進の取組みを区全域に広げる必要があることから、バリアフリー法に

基づく促進地区の位置づけにとどまらず、区全域におけるバリアフリー化の促

進に向けた方針を位置づける必要があります。 

 

課題３：今後の取組みのモデルとなる地区の設定と他地区への展開 

これまで、ＵＤ推進条例に基づき、ＵＤ推進地区を設定し、ＵＤ推進事業を行う

枠組みがありましたが、施設や経路を特定し面的・一体的な取組みを実施できる枠

組みとなっておらず、施設の新設・改修時を機会に実施していく局所的・即地的な

手法となっていました。 

バリアフリー法では促進地区を定め、対象とする施設・経路を設定し、面的・一

体的なバリアフリー化を図る枠組みが設けられていることから、この制度を活用

することで、さらなるＵＤ推進が可能となります。 

促進地区の指定にあたっては、今後の区内での展開を見据え最も効果的な地区

設定が必要となります。この地区をモデルとし、地域住民や高齢者・障害者等の意

見を踏まえたバリアフリーに向けた方針や配慮すべき事項をまとめ、この知見を

生かし他地区へ展開していく進め方が必要となります。 
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 促進方針の基本目標と基本的な考え方 

３.１ 促進方針の基本目標 

本区は、東京 2020大会の共生社会ホストタウンの中から、ＵＤのまちづくりや心

のバリアフリーの取組みが評価され先導的共生社会ホストタウンに認定されました。

このことを契機として、ＵＤ推進条例、ＵＤ推進計画、その他関連条例、関連計画な

どこれまでの取組みを更に推進し、共生社会の実現を目指していこうとしています。 

 このことから、バリアフリー法による促進方針制度を活用し、様々な事業者と連携・

協力しながら、施設の利用と移動に関するバリアフリー化を促進するため、３つの基

本目標を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１ 促進方針の基本目標 

  

施設の利用と移動に関するバリアフリー化の促進 

基本目標３ 

「モデル地区」を促進

地区として設定し、更

に取組みを進めたの

ち、他地区へ展開す

る。 

 

基本目標１ 

ＵＤ推進条例を補完

し、一体的な施策推進

により区全域の底上

げを図る。 

基本目標２ 

教育や啓発による心

のバリアフリーを推進

するため、取り組む内

容を具体的に示す。 
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３.２ 促進方針の基本的な考え方 

２.２促進方針の策定に向けた課題を踏まえ、本方針におけるバリアフリー化促

進に向けた基本的な考え方を以下に示します。 

○ＵＤ推進計画と一体的な施策の推進による区全域の底上げ 

バリアフリー法に基づく促進方針を定めることにより、ＵＤ推進条例やＵＤ推

進計画を補完し、一体的な施策の推進による区全域のバリアフリー化やＵＤの底

上げを図ります。 

 

○区全域のバリアフリー化の促進 

バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準や整備ガイドラインを踏まえ、区全

域で取り組むべき方針を具体的に定めることにより、バリアフリー化の促進を図

ります。また、ハード面のみならずソフト面において施設設置管理者は心のバリ

アフリーの推進、教育・啓発、最新の技術を含めた情報のバリアフリーの推進な

どにより、ソフト面でのバリアフリー化を促進します。 

 

○「モデル地区」の促進地区への設定・他地区への展開 

これまで本区は、他の行政をリードするような先駆的な取組みを実践してきま

した。その中でも最もバリアフリー化に取組んできた地区を促進地区として設定

し、「モデル地区」として更に取組みを進めたのち、他地域へ展開することで、Ｕ

Ｄのまちづくりを推進します。 
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 区全域における方針 

区全域におけるバリアフリー化の取組を促進していくにあたり、施設整備などによるハード

面におけるバリアフリー化とあわせて、心のバリアフリーや情報のバリアフリーなどのソフト面

におけるバリアフリー化の促進が必要です。 

国の障害者権利条約の批准により、「障害の社会モデル」の考え方が明確にされたことや、

区が先導的共生社会ホストタウンに認定されたことなどにより、さらなる心のバリアフリーの

推進が求められています。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業者や住民に

よる高齢者、障害者等への声掛け・介助の機会が困難になったことから、当事者の生活に大

きな支障を来しています。 

これらを踏まえ、区の関連計画とも連携するとともに、これまでのＵＤ推進条例、ＵＤ推進計

画による取組み状況やまち歩きワークショップでの意見等（参考４：参照）を踏まえ、区全域

におけるバリアフリー化の４つの方針を定め、それらの取組みを推進します。 

 

 

 

公共交通、道路、公園、建築物、交通安全施設に関する整備基準等に基づく質

の高いバリアフリー整備を行い、各事業者と連携・協力し、移動の連続性も配慮

したうえで、施設のバリアフリー化の促進を図ります。 

 

 

道路上の公共サインや鉄道駅内外の案内誘導サインの連続性の確保、掲載情報

の内容の更新、WEB上の案内など、移動に関する情報のバリアフリー化に向けた取

組みの促進を図ります。 

 

 

 

理解、接遇、交流といったことばをキーワードに、心のバリアフリーのさらな

る推進に向け、行政、各施設設置管理者、区民が連携・協力し様々な取組みの促

進を図ります。 

 

 

商店街でこれまで実施されてきたハード・ソフト一体的な取組みを「移動等円

滑化における世田谷らしさ」と捉え、商店街との連携・協力により楽しく安心し

て歩ける環境の創出に向けた取組みの促進を図ります。 

  

施設のバリアフリーの促進 

情報のバリアフリーの促進 

心のバリアフリーの促進 

 

 

 

 

商店街におけるバリアフリーの促進 
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４.１ 施設のバリアフリーの促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１ 施設のバリアフリーの促進  

・整備後も適切な維持管理を行うこ
とで、継続的な利用者の利便性の
確保を図ります。 

・踏切について、各鉄道事業者と協
力し、多様な利用者に配慮した安
全性が確保できるよう検討しま
す。 

・幹線道路の歩道橋設置箇所につい
ては、当該道路管理者が、エレベ
ーターなどバリアフリーに配慮し
た立体横断施設の設置及び設置後
の維持管理に努めます。 

・移動等円滑化基準や各種ガイドラ
イン、ＵＤ推進条例基づいた整備
を図ります。 

道路 

公共 

交通 

施設 

鉄道： 
バリアフリールートの２ルート目
の確保、可動式ホーム柵の設置、
エレベーターの大型化などを促し
ます。 

バス： 
接遇研修の定期的な実施、バス停
留所へのベンチや上屋の設置を促
します。 

タクシー： 
接遇研修の定期的な実施、ＵＤタ
クシーの導入、筆談具・コミュニ
ケーションボード等の設置を促し
ます。 

公園 
・清掃や維持管理を適切に行い、公
園内の設備やトイレなどが安心し
て利用できるよう留意します。 

交通 

安全 

施設 

・音響式信号機の増設、通信装置を
付加した信号機の設置、横断歩道
へのエスコートゾーンの設置を推
進します。 

建築物 
・移動等円滑化基準や各種ガイドラ
イン、ＵＤ推進条例基づいた整備
を図ります。 

公共交通施設、道路、公園、建築物、交通安全施設、駐車場等の個々の施設につい

て、関連する条例や計画、基準等（参考５：参照）に基づいた施設整備に加え、接し

合う施設の各事業者が連携・協力し、施設間移動の連続性に配慮した面的一体的な施

設のバリアフリー化を促進するとともに、踏切など道路と公共交通施設とが交差し合

う場合においても連携・協力し、バリアフリー化を促進します。また、各施設におい

ては、可能な範囲で座れる場の確保に取り組みます。 

 



24 

（１） 公共交通施設 

   交通事業者と連携し情報共有しながら、移動等円滑化基準やガイドライン等に

基づいた整備を推進させ、必要に応じて行政支援等行いながら、バリアフリー化

の促進を図ります。 

 鉄軌道 

鉄道事業者は、施設の利用状況を踏まえた上で、バリアフリー経路の複数確保

や、エレベーターの大型化、ホームドア又は可動式ホーム柵の設置など、施設の

さらなるバリアフリー化に努めます。 

ソフト面においては、人的対応の充実や心のバリアフリーの普及啓発を促進し

ます。また、やむを得ず無人改札口になるとしても、すべての人が安全で安心し

て利用しやすい駅施設となるよう努めます。 

 バス 

バスについては、駅前広場のバリアフリー化や、区道のバス停留所へのベンチの設置

に取組むとともに、バス事業者に対しベンチや上屋の設置を促します。 

バス事業者は、運行情報提供装置などの整備や、筆談具・コミュニケーションボード

等の設置、運転手への多様な利用者を考慮した接遇研修の定期的な実施に努めます。 

 タクシー 

タクシーについては、乗務員への多様な利用者を考慮した接遇研修の定期的な実施

や、ＵＤタクシーの導入、筆談具・コミュニケーションボード等の設置など、各タクシー事

業者をとりまとめるタクシー協会などに対し、積極的に促していきます。 

 

 

無人駅・無人改札における安全で円滑な利用に向けた取組み 

近年、少子高齢化の進展等による鉄道利用の減少や人手不足に対応するため、

無人駅や無人改札が増加する傾向にあります。そういった中、障害当事者から無

人駅を利用する際の安全、円滑な利用に係る問題点や要望等が寄せられたことな

どを受け、障害当事者団体・鉄道事業者及び国土交通省の三者による議論を経て、

令和４年７月に「駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン」

が策定されました。 

ガイドラインでは、障害当事者の要望を

踏まえた鉄道事業者の環境整備の重要性や

地域との連携の必要性、先行事例、望まし

い無人駅のイメージなどが示されています。

各鉄道事業者には、こうした理想を共有す

るとともに、先行事例も参照しつつ、今後

の駅運営をどのように行うべきかを検討す

ることが求められています。 

 

 

colum 

ガイドラインが描く 

望ましい無人駅のイメージ 



25 

 

 

２人乗りや大型のベビーカーのバス利用時における利便性向上に向けた取組み 

乗合バス事業者の中には、２人乗りベビーカーや

大型ベビーカーは一般的なベビーカーに比べてサ

イズが大きく、通路を塞ぐ等の理由で折りたたまな

いと乗車できないという取り扱いをしているとこ

ろもあります。しかしながら、２人乗りベビーカー

使用者からは複数の乳幼児を抱えてベビーカーを

折りたたむのは困難との声も上がっており、利便性

の向上の観点から、国やバス事業者により、様々な

取組みがなされています。 

都営バスでは、令和３年６月から全ての路線にお

いて、２人乗りベビーカーに子どもを乗せたまま乗

車できる取扱いを実施しています。 

今後も２人乗りベビーカー使用者の利便性向上

に向けて、バス事業者によるハード面の整備にあわ

せて、ベビーカー使用者による利用ガイドの遵守や、

バス利用者の理解促進が必要とされています。 

 

 

 

 

ユニバーサルドライバー研修 

ユニバーサルドライバー研修とは、高齢者や障害

者などの社会進出が目覚ましい昨今、「お客様の多

様なニーズや特性の理解、円滑なコミュニケーショ

ンの確保など、タクシー乗務員の接遇と介助の向上」

を目指しタクシー事業者が業界を挙げて実施して

いる研修です。 

研修を通して、タクシーとユニバーサル社会、お

客様とのコミュニケーション、お客様の理解と接遇

などの基本事項等の講義、実際に車椅子を利用した

演習などを実施します。 

  

colum 

横型２人乗りベビーカー 
固定イメージ 

出典：東京都交通局 HP 

colum 

研修風景 

出典：一般財団法人 全国福祉輸送サービス協会 HPより 
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（２） 道路 

道路のバリアフリー化を進めることにより、安全な避難経路の確保にも寄与する

ものと考えます。 

道路については、ＵＤの考えに基づき、だれもが利用しやすい道路に整備すると

ともに、適切な維持管理を行うことで、継続的な利用者の利便性の確保を図ります。

また、踏切については、各鉄道事業者と協力し、多様な利用者に配慮した安全性が

確保できるよう、検討を進めます。 

幹線道路の歩道橋設置個所については、当該幹線道路の管理者がエレベーターな

どバリアフリーに配慮した立体横断施設の設置及び設置後の維持管理に努めます。 

 

 

Ｌ形溝２㎝とスムーズ段差世田谷型について 

 区ではＵＤ条例の中で、移動等円滑化経路上に段差を設けない規定により、道路端

にＬ形溝がある場合は段差２㎝タイプへの切り下げを行うことを遵守基準に含める

取り扱いとして平成 26年より運用し、Ｌ形溝の切り下げをお願いしています。 

 開発行為等で、道路を新設する際についても同様に、既存の道路と新設道路との交

差部分は２㎝タイプへの切り下げをお願いしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、一般に普及しているＬ形溝に比べて段差部分をスムーズに乗り越えることが

できる「Ｌ形溝スムーズ段差世田谷型」を使用する場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

colum 
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踏切道の手前部への視覚障害者誘導用ブロックの設置事例 

奈良県大和郡山市では、令和 4年 4月 25日に近畿日本鉄道橿原線と大和郡山

市道が交差する踏切道において、視覚に障害のある方が列車に接触し亡くなら

れるという痛ましい事故が発生しました。この事故を受けて、大和郡山市は、

県内の視覚障害者団体の意見を踏まえ、視覚障害者が踏切の存在を認知できる

よう、踏切道の手前部に視覚障害者誘導用ブロックを設置するとともに、踏切

内に「表面に凹凸のある誘導表示」を設置しました。 

なお、当該道路は歩道が設け

られておらず、車道外側線の外

側の空間も狭小であるため、視

覚障害者誘導用ブロックの一部

を車道にはみ出す形状により、

点状の警告ブロックを設置して

います。 

世田谷区でも、踏切道におけ

る視覚障害者誘導用ブロック等

の設置方法について、国の検討

状況を踏まえながら、考えてい

く必要があります。 

出典：道路の移動等円滑化に関するガイドライン R4.6月（国土交通省道路局） 

 

  

colum 
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（３） 交通安全施設 

公安委員会の協力のもと、音響式信号機の増設や通信装置を付加した信号機の設

置、横断歩道へのエスコートゾーンの設置を推進し、新しい技術の導入を検討しな

がら区全域におけるバリアフリー化の促進を図ります。 

（４） 都市公園等 

新設や改修の際にはだれもが利用しやすいＵＤの公園を目指し、近隣住民や当事

者参加のワークショップ等を行いながら、地域に愛着のある公園の整備を進めます。

また、整備後も清掃や維持管理を適切に行い、公園内の設備やトイレなどが安心し

て利用できるよう留意します。 

（５） 建築物 

災害時避難拠点にもなる区立施設は、ＵＤの考えに基づき整備を行うとともに、

既存施設においても大規模改修に合わせバリアフリー整備を順次行い、適切に施設

を維持管理します。また、その他建築物については、引き続き条例に基づいた整備

指導を行うとともに、既存の小規模店舗等のＵＤ整備に関する支援などを行います。 

 

 

「外出を支える座れる場の多い安心なまち」「居心地よく歩きたくなるまちなか」を創

るため、「世田谷区座れる場づくりガイドライン（Ｈ30.３）」や「世田谷区路上ベンチ等

設置指針（R3.８）」を策定し、通行の安全、沿道住民の理解を得ながら、ベンチ設置に

取り組んでいます。 

先導的共生社会ホストタウンであり、国の提唱するウォーカブル推進都市に賛同して

いる本区は、東京 2020大会の馬術競技会場近くのけやき広場（上用賀２丁目）に、蹄

鉄をモチーフとしたベンチを設置しました。毎日多くの方に利用されています。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

colum 

けやき広場に設置された 
蹄鉄型ベンチ 

座れる場づくり 

ガイドライン 



29 

認知症バリアフリーの取組み ～福岡市の事例から～ 

 

区では、「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を令和２年１０月に施行し、認

知症になってからも安心して暮らせるまちづくりを推進しています。その取組みの一

つとして、認知症の人の暮らしにくさを引き起こすバリアの解消、いわゆる「認知症

バリアフリー」のまちづくりを検討しています。  

認知症の人の中には、自信がない、道に迷わないか心配、他の人の負担になりたくな

いなどの理由で外出を含めさまざまな日常の活動を諦めてしまっている場合があり

ます。私たちの身の回りの環境を認識しやすくすることで、物理的なバリアだけでな

く、心理的なバリアも減らし、認知症になっても暮らしやすい環境を作っていくこと

ができます。 

取組み事例として、認知症の人の特性に配慮したデザインに先進的に取り組んでい

る自治体として、福岡市を紹介します。福岡市では、高齢者を含む不特定多数の市民

が利用する公民館などの公共的施設に「認知症の人にもやさしいデザイン」を取り入

れ、また「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」（福岡市福祉局高齢社会部認知

症支援課 編集・発行）を作成し、その考え方や具体的なポイントを一般の人に広く

普及啓発しています。 

例えば、使って欲しいものを見つけやすくするために色の明度のコントラストを有

効活用することができます。以下の事例のように、トイレと床、壁にコントラストを

つけることで、トイレがどこにあるのか分かりやすくなり、場所の手がかりとなりま

す。 

 
 

  

この他にも、「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」に

は、公共的施設のデザインに生かせるヒントがたくさんつま

っています。 

区でも、認知症の人の視点を大切にして、認知症であっても

なくても安心して暮らせるまちづくりを目指してまいりま

す。（コラム作成・協力）福岡市・（株）メディヴァ 

 出典「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」 

（福岡市福祉局高齢社会部認知症支援課 編集・発行）表紙 

colum 
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４.２ 情報のバリアフリーの促進 

移動や施設利用にあたり、すべての人が必要な情報を必要な時に適切に得ることが

できるよう、ICT も活用しながら以下の取組をすすめ、情報のバリアフリー化の促進

を図ります。 

（１）事前の情報収集の円滑化 

  施設設置管理者等の施設ホームページへのバリアフリー情報の掲載や更新の促

進 

（２）現地での情報提供 

  案内サインや ICTを活用した情報提供機器の設置、窓口担当者への心のバリアフ

リーや情報のバリアフリーの普及・啓発の推進 

（３）情報保障の充実 

  催事や会議等における興行主や施設設置管理者に対する情報保障の充実の促進 

（１） 事前の情報収集の円滑化 

事前の情報提供にあたり、高齢者や障害者など情報を得ることが困難な人に対して、

それぞれのニーズを踏まえ、その人に合った手段で情報を伝えることやアクセシビリ

ティへの配慮が必要です。手段としては、音声や文字による情報化のほか、図記号や

多言語表記、手話、筆談、拡大文字、音声翻訳システム、ICTを活用した情報機器等

があります。 

情報の発信だけではなく、常に受け手の状況を確認するとともに、情報の受け手側か

ら発信者に要望等を伝えることも重要です。 

このことから、施設利用者の事前の情報収集を円滑にするため、施設設置管理者等

に対して、施設ホームページへのバリアフリー情報（バリアフリー設備や人的サポー

トの内容等）の掲載や更新を促します。 

（２） 現地での情報提供 

利用者へ現地での情報提供として、案内サインや ICTを活用した情報提供機器の設

置、窓口における多様な利用者に配慮した適切なコミュニケーションなどに取り組ん

でもらえるよう、心のバリアフリーとあわせて、情報のバリアフリーの普及・啓発を

推進します。 

（３） 情報保障の充実 

催事や会議等においては、事前の情報提供だけでなく、参加者の状況にあわせた情

報保障への配慮も必要です。その対応は興行主や施設設置管理者に委ねられています

が、それらに対して情報保障の充実を促します。 

 

 

これらの取組みを不特定多数の利用が見込まれる施設や主要道路、商店街等で実施

することで、区全域における情報のバリアフリー化の促進を図ります。 
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図 ４.２ 多様な人に配慮した情報の種類のイメージ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４.３ 筆談や手話での対応を表すマーク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４.４ ピクトグラムや多言語表記を合わせた案内サイン  

音声 

文字 

図記号（ピクトグラム） 多言語表記 

手話 

筆談 

拡大文字 

音声翻訳システム 

ICT を活用した情報機器 

その人に合った手段で 
情報を伝えることが必要 

点字 

やさしい日本語 

事例紹介

 

 

みんなが 

嬉しくなるお店 
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視覚障害者向けナビゲーション 

・コード化点字ブロック 

 既存の点字ブロックに黒丸や三角といったマークをつけ

ておき、それをスマートフォンで読み取ることで視覚障害

者の単独歩行に必要な情報を音声で伝えることができる

「コード化点字ブロック」という AI を活用した情報提供

に関する技術の研究が進められています。 

（出典：金沢工業大学、㈱システムギアビジョン HP等） 

 

・QRコードを設置した点字ブロック 

 東京メトロの一部の駅で視覚障害者ナビゲーションシス

テム「shikAI」のサービスが提供されています。「shikAI」

は、駅構内の点字ブロックに QRコードを設置し、iPhoneの

カメラで読み取ることで、現在地から目的地までの駅構内の

移動ルートを導き出し、音声で目的地まで案内を行うシステ

ムです。 

（出典：東京メトロ、リンクス株式会社ＨＰ等） 

 

・ナビレンス 

 スマートフォンのカメラで指定のタグをスキャンし、必

要な情報を得ることができるサービスです。フォーカス不

要でタグの読み取りが行え、設置されている場所を正確に

知る必要がありません。GPSや Bluetooth等不要なため使用

場所を選びません。 

（出典：NaviLensHP等） 

 

・インクルーシブ・ナビ 

 東京メトロ三越前駅地下道及び地下道に直結する施設周

辺で利用可能なサービスです。アプリをインストールし、飲

食店やトイレ、ATMなどあらゆる施設を案内します。音声入

力、音声案内に対応しています。 

（出典：インクルーシブ・ナビ HP等） 

 

  

colum 

コード化点字ブロック 

QRコードを設置した 

点字ブロック 

読み取り用タグ 

（NaviLens）

用） 

アプリアイコン 

（インクルーシブ・ナビ） 
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４.３ 心のバリアフリーの促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

心のバリアフリーとは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人が相互に理解

を深めようとコミュニケーションをとり、支えあうことです。障害の社会モデル※を

理解し、障害者等から何らかの配慮を求められた際には、支援や周囲への声掛け等の

合理的配慮を行うことが必要です。 

また、令和 3年 4月の改正バリアフリー法において、車両の優先席、車椅子使用者

用駐車施設等の適正利用の推進や学校教育との連携など移動等円滑化に係る「心のバ

リアフリー」に関する施策を強化しています。このことを踏まえ、「世田谷区障害理解

の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を所管する福祉領域及び、教育総合セン

ターを拠点に、誰一人置き去りにされることなく全ての子どもたちが 共に学び育つ

インクルーシブ教育の推進に向け、障害理解教育などに取り組む教育領域等、関連す

る所管と連携し、心のバリアフリーに関する取組みを進めます。 

※ 障害の社会モデル：障害は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によ

って創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは、社会の責務である、

という考え方。 

 

 

 

⚫ 障害理解の促進に向けて、区民や区の職員に対して障害当事者による講座や
ワークショップを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事例紹介

 

 

みんなが 

嬉しくなるお店 

「移動が大変な人」、「どこに何があるかが見えない人」、「動作がゆっくりの人」、

「ブザーやアナウンスが聞こえない人」など、様々な人が、安全で安心して不便や

不自由なく行きたいところに気持ちよく行けるバリアフリー社会が求められてい

ます。 

「不便さ」、「不自由さ」は、機械や設備だけで解決できるものではなく、一人ひ

とりが、高齢者や障害者の気持ちになって考え、協力していくことが心のバリアフ

リーです。 

行政、各施設設置管理者、区民が連携・協力し、心のバリアフリーを促進します。 

写真 ４.２  

せたがや・障害者・まち！交流塾 

写真 ４.１ 

心のバリアフリーシンポジウムにおける

まち歩き点検の様子 
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⚫ 心のバリアフリーやマナー啓発に向けた取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 障害の有無にかかわらず楽しめるスポーツイベントの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 ４.３  

2020ボッチャ世田谷カップ 

図 ４.５  

心のバリアフリー実践マニュアル 

図 ４.６ 

子育てにやさしい移動環境の整備に

向けたポスター（国土交通省） 

図 ４.７高齢者障害者等用施設等の

適正利用啓発に向けたポスター 

（国土交通省） 

 写真 ４.４  

障害のある人もない人も共に楽しめる 

スポーツ・レクリエーション交流事業 
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⚫ ヘルプマーク・ヘルプカードの配布 

・ヘルプマークについて 

   義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方等、援助や配慮を必要と

していることが外見からはわからない方々が、周囲の方に配慮を必要としているこ

とを知らせることで、援助が得やすくなるように東京都が作成しました。現在は都

営地下鉄の駅などで配布されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ヘルプカードについて 

  援助を必要とする障害のある方が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を

周囲の人にお願いするためのカードです。日常生活の中ではもちろん、災害時や緊

急時など周囲の人に手助けを求めたい時に、ヘルプカードを提示することで手助け

を求めることができます。なお、ヘルプカードには身分や住所を証明する書類とし

ての効力はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

へルプマーク 

ヘルプカード 

colum 
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colum 
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４.４ 商店街におけるバリアフリーの促進 

 

 

 

 

 

梅丘商店街では、店舗出入口に段差解消スロープなどを設置したり、点字メニュ

ーや筆談ボードを常備したりするなどの取組みを展開している店舗があります。 

また、松陰神社通り商店街では、道路構造を変えて店舗出入口と歩道の段差を解

消し、フラットで歩きやすい道路とし、視覚障害者誘導用のリーディングラインを

整備するなど、障害者が暮らしやすい独自の取組みを数多く展開してきました。 

商店へのパンフレット「みんなが嬉しくなるお店」の普及や、これまで実施さ
れてきた取組みの共有を行い、区全域で商店街におけるバリアフリーの促進を図
ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商店街のバリアフリーは、「施設」、「情報」、「心」それぞれを充実させたモデルケ

ースにもなります。梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地区および区役所周辺地区の

商店街でこれまで実施されてきた取組みを、移動等円滑化における世田谷らしさと

捉え、ハード・ソフトの一体的なバリアフリー事例として更に磨きをかけ、区全域

に展開していくことで、商店街におけるバリアフリーを促進していきます。 

写真 ４.５ 

一時的に使用するための 

段差解消スロープの設置例 

図 ４.８ 

みんなが嬉しくなるお店

（パンフレット） 

事例紹介

 

 

みんなが 

嬉しくなるお店 

図 ４.９ 

補助犬の理解促進に向けた

「ほじょ犬マーク」 

写真 ４.６ 

店舗入り口に設置した 

段差解消スロープを使用している様子 
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⚫ 平成２９年度に「商店街での買い物や利用がしやすくなる物品の試験設置」
の実証実験を行った際、店舗に掲示にしたステッカー。店舗ごとに設置物品
の種類を記載し、情報の提供を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１０ 実証実験時のステッカー 

 

 

・補助犬の受け入れ 

 公共施設をはじめ、飲食店、病院、宿泊施設など、様々な

場所で補助犬を受け入れることは、「身体障害者補助犬法」

で義務づけられています。 

 店舗の入り口や施設内にステッカーやポスターを掲示す

ることは啓発に大変有効です。 

 

 

 

colum 

colum 

JIS規格の盲導犬、介助犬、

聴導犬同伴可のステッカー 
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 促進地区 

本区では、福祉のまちづくりに関する先駆的な取組みを実践してきました。その中でも最も

バリアフリー化に取組んできた地区を促進地区として選定します。 

この促進地区は、シンボル的な位置づけの「モデル地区」として、配慮事項の施設設置管

理者、商店街等への周知啓発に加え、４つの方針の実践による具現化や情報発信を進めま

す。こういった取組みを区全体へ展開していくことにより、区全体のＵＤのまちづくりをレベル

アップさせます。 

５.１ 促進地区の選定 

（１） 促進地区の検討・選定 

モデル地区として最も効果の高い地区を促進地区に設定するにあたり、５つの

総合支所管内におけるＵＤ推進地区の中から、ＵＤ推進地区での取組み実績、バ

リアフリー法に基づく三要件（効果要件、課題要件、配置要件）を踏まえ検討し

た結果、「梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地区」と「区役所周辺地区」を包括す

る『世田谷区役所周辺地区』を促進地区に選定します。 

 

図 ５.１ ＵＤ推進地区・促進地区の位置図  
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表 ５.１ バリアフリー法に基づく三要件 

要件 内容 

配置要件 
生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われる

地区 

課題要件 
生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化の促進が特

に必要な地区 

効果要件 
バリアフリー化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る

上で有効かつ適切な地区 

 

（２） 世田谷区役所周辺地区を促進地区とする理由 

◆拠点性の高さ 

・世田谷区都市整備方針の中で、地域生活拠点となっている梅ヶ丘、区役所周辺地区

を含み、また、都市計画道路区役所西通り（補助第 154号線）は、主要生活交通軸

となっている。 

・区の核となる公共施設である世田谷区役所があり、区民の公的利用が多いなど区の

中でも重要性及び拠点性が高いこと。 

・梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地区は、区で唯一の《保健福祉の街づくり重点ゾ

ーン》に位置づけられており、ＵＤ推進の必要性が高いこと。 

◆これまでの実績（参考６：参照） 

・梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地区では、「やさしいまちづくり」のモデル地区と

して公共施設のバリアフリー化を進めてきており、その後もＵＤ推進地区として、

道路や広場などのＵＤを推進し、世田谷区らしい、やさしいまちづくりを推進して

きていることから、区のモデル的なエリアとして展開が図れること。 

・区役所周辺地区は、ＵＤ推進地区として松陰神社通り商店街の事業者や地域住民と

の協働により、松陰神社通りのバリアフリー化整備を実施した経緯・実績があり、

区のモデル的なエリアとして展開が図れること。 

◆今後の展開 

・区役所本庁舎の建替事業を現在行っており、あわせて区役所周辺におけるバリアフ

リー化の促進を図って行く必要があること。 

・高齢者・障害者等の利用が多い主要な公共施設や民営施設等が徒歩圏に位置してお

り、面的・一体的なバリアフリー化推進の効果が高いこと。 

・これまでバリアフリー化に早くから取組んできた両地区のバリアフリー状況を再評

価することで、更なるバリアフリー化、ＵＤを促進するための方針を整理すること

ができ、他地区へ展開が可能なこと。 
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（３） 促進地区の区域設定 

前項で選定した促進地区「世田谷区役所周辺地区」の区域設定は、以下の考え

方に基づき設定します。 

① ＵＤ推進地区である２地区（梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地区、区役所周

辺地区）及び、２地区間のネットワークを構成する経路を含む区域とします。 

② ①の区域を含むように、幹線道路や鉄軌道等により、区域の境界線を設定し

ます。（東側：環七通り、西側：東急世田谷線、南側：世田谷通り、北側：東

急世田谷線松原駅と京王井の頭線東松原駅を結ぶ道路及び京王井の頭線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.２ 促進地区  
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（４） 生活関連施設、生活関連経路の設定 

 生活関連施設の設定 

促進地区内において、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用す

る旅客施設、公共・公益施設、文化・教育施設、保健・福祉施設、医療施設、商業

施設、都市公園などを生活関連施設に設定します。 

 

表 ５.２ 生活関連施設の抽出条件 

項目 抽出条件 

旅客施設 鉄軌道駅 

公共・公益施設 
区役所、総合支所、まちづくりセンター、区民会館、 
区民センター、地区会館、区民集会所、警察署、税務署、 
年金事務所 

文化・教育施設 
図書館、スポーツ施設、教育総合センター、 
区立小中学校、特別支援学校 

保健・福祉施設 
保健所、保健センター、地域支え合い活動拠点、 
あんしんすこやかセンター、子ども家庭支援センター、 
児童相談所 

医療施設 病院（病床数 20床以上） 

商業施設 店舗面積 500㎡以上の店舗 

都市公園 特殊公園、総合公園、地区公園、近隣公園、緑道 

 

 

 生活関連経路の設定 

バリアフリー法では、生活関連施設間を結ぶ経路を生活関連経路とすることとし

ていますが、本区では、歩行者ネットワークの形成も考慮したうえで、以下の経路

を生活関連経路として設定します。 

① 生活関連施設間を結ぶ経路 

② 特定道路※  

③ 促進地区内のネットワークを構成する経路 

（商店街や緑道など歩行者の利用が見込まれる経路を優先的に選定） 

※特定道路：生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、多数の高齢
者、障害者等の移動が通常徒歩で行われる道路（国土交通大臣
が指定）で、道路の新設又は改築を行う際に道路の移動等円滑
化基準又は地方公共団体の条例への適合義務が生じるもの。 
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（５） 促進地区及び生活関連施設、生活関連経路 

 
図 ５.３ 促進地区 （令和３年協議会発足時に用いた地図） 

※区役所(本庁舎)改修中に付き、区民会館、世田谷総

合支所、世田谷保健所の詳細は現状と異なります。 
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表 ５.３ 生活関連施設一覧

種別 施設名 

旅客施設 

小田急電鉄梅ヶ丘駅 

小田急電鉄豪徳寺駅 

東急電鉄若林駅 

東急電鉄松陰神社前駅 

東急電鉄世田谷駅 

東急電鉄上町駅 

東急電鉄宮の坂駅 

東急電鉄山下駅 

東急電鉄松原駅 

京王電鉄東松原駅 

公共・ 

公益施設 

世田谷区役所(本庁舎)※1 

世田谷区役所梅丘分庁舎 

世田谷総合支所 ※1 

世田谷合同庁舎 ※2 

梅丘まちづくりセンター ※3 

世田谷区民会館 

北沢区民会館別館「梅丘パー

クホール」 

梅丘地区会館 ※3 

代田地区会館 

六所橋区民集会所 

北沢警察署 

世田谷都税事務所 ※2 

世田谷税務署 ※2 

北沢税務署 

東京法務局世田谷出張所 ※2 

文化・ 

教育施設 

世田谷図書館 ※2 

梅丘図書館 

教育総合センター ※4 

城山小学校 

若林小学校 

世田谷中学校 

代田小学校 

山崎小学校 

梅丘中学校 

都立光明学園 

 

種別 施設名 

保健・ 

福祉施設 

世田谷保健所 

世田谷区立保健医療福祉総合

プラザ 

世田谷保健福祉センター分室 

※2 

若林ふれあいルーム ※5 

社会福祉協議会梅丘地区事務

局 ※3 

梅丘あんしんすこやかセンタ

ー※3 

ひだまり友遊会館 ※5 

せたがや子ども家庭支援セン

ター ※1 

世田谷区児童相談所 

ほっとスクール城山乳幼児教

育支援センター ※4 

医療施設 
東京リハビリテーションセン

ター世田谷 

商業施設 

サミットストア松陰神社前店 

サミットストア梅ヶ丘店 

コジマ×ビックカメラ若林店 

オオゼキ松原店 

都市公園 

世田谷城阯公園 

羽根木公園 

若林公園 

北沢川緑道 

烏山川緑道 

※は同一建物内の施設 
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５.２ 促進地区のバリアフリー 

（１） 促進地区の方針 

5.1 で設定した生活関連施設及び生活関連経路のバリアフリー化の促進にあたり、区

全域における４つの方針に加え、まち歩きワークショップでの意見や協議会での意見等を

踏まえ、取りまとめた配慮事項を実践します。 

 

 

 

 

 

 

（２） 配慮事項 

多様な利用者に配慮した施設利用と移動に関するバリアフリー化の促進に向けて、施

設設置管理者においては、まち歩きワークショップ等での区民意見（参考４：参照）を踏ま

えた取組みが望まれます。 

区では、誰もが利用しやすい生活環境の整備を目指し、促進地区内の「生活関連施

設」、「生活関連経路」、「商店街」に対して配慮事項を定めます。 

配慮事項は、まち歩きワークショップでの意見や気付きを基に、「世田谷区ユニバーサ

ルデザイン推進条例」を踏まえ、区としての考えを整理しました。なお、配慮事項とは、施設

設置管理者自らの意思により可能な限り配慮することが望まれる事項です。 

移動円滑化のために、区と施設設置管理者や関係機関、多様な当事者が連携して整

備手法等について協議しながら、実施可能な整備について検討することが重要です。 

あわせて、人的対応や心のバリアフリー、情報のバリアフリーの促進などのソフト施策の

推進を図り、ハード・ソフトの一体的な取組みによる整備効果の発現を目指します。 

なお、今後の社会情勢等の変化により、配慮すべき事項等が多様化していくことから、

国の動向も踏まえ、ここで整理した事項以外についても配慮していく必要があります。 

  

施設のバリアフリーの促進 

情報のバリアフリーの促進 

心のバリアフリーの促進 

商店街におけるバリアフリーの促進 
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１ 施設のバリアフリーの促進  ～施設設置管理者間の連携～ 

・ 各施設設置管理者は、誰もが利用しやすい施設整備に努めるとともに、施設の適
正利用を促進する。 

・ 鉄道事業者と道路管理者が連携・協力し、段差解消及び踏切内の安全性確保に
努める。 

・ 交通事業者と道路管理者が連携・協力し、身近な公共交通機関として誰もが安全
かつ円滑に利用しやすい環境整備に努める。 

・ 公安委員会と道路管理者が連携・協力し、誰もが安全に車道を横断できるような
交通安全施設の設置に努める。 

・ 各施設設置管理者が連携・協力し、異なる施設でも利用者の声などを共有し、施
設間のバリアフリー促進に努める。 

２ 情報のバリアフリーの促進  ～快適な利用・移動の確保～ 

・ 定期的なサインの確認や適切な維持管理を行う。 

・ 生活関連施設管理者、生活関連経路管理者が連携・協力し、利用者にとってわか
りやすいサイン整備に努める。 

・ 各種マニュアルやガイドラインに基づく整備だけでなく、地区の特性などを考慮した
移動に関する情報のバリアフリーの促進に努める。 

・ やさしい日本語を活用するよう努める。 

３ 心のバリアフリーの促進  ～多様性を尊重し、互いに支えあう～ 

・ 心のバリアフリーへの関心や理解が進むよう教育活動や、啓発活動を行う。 

・ すべての人が平等に様々な活動ができるような環境整備に努める。 

・ 外見からはわからない障害特性やさまざまなニーズがある人がいることを理解し、
互いに助け合うのが当たり前のまちになるよう取組む。 

・ すべての人にとってのやさしい社会が築けるよう必要な研修に取組む。 

４ 商店街のバリアフリーの促進 
～まちの特性を活かしたユニバーサルデザインの商店街へ～ 

・ ユニバーサルデザインのまちづくりを進めてきた歴史ある梅ヶ丘駅、豪徳寺駅・山
下駅周辺の取組みや、まちの声を聴いて整備された松陰神社通り商店街の取組み
を今後も継承し、さらに引き上げるよう努める。 

・ 商店街全体で取り組めること、個店として取り組めるバリアフリーを推進していく。 

・ 行政からのユニバーサルデザインまちづくりに関する情報を商店街内で共有する。 

配 慮 事 項 
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５.３ 行為の届出制度 

（１） 届出制度の概要 

バリアフリー法において、施設間の移動の連続性を担保することを目的として、

移動等円滑化促進地区内の駅と道路が接する部分の改修や構造の変更等を行う場

合、当該行為に着手する 30日前までに区に届け出ることが必要とされています。 

区は、届出に係る行為が移動等円滑化の促進を図る上で支障があると考えられる

場合、届出者に対し必要な措置の実施を要請できることとなっており、これにより

バリアフリー化に配慮した事業内容への調整を図ります。 

届出対象となる施設及び行為は次のとおりです。 

表 ５.４ 届出制度の概要（下線部について促進方針で指定するものとされている） 

届出施設 届出対象となる行為（バリアフリー法施行令第２７条） 

旅客施設 

（生活関連施設） 

下記の部分の新設又は構造若しくは配置の変更 

・ホームから生活関連経路である道路（駅前交通広場を含む道路法によ
る道路）との間の経路 
・当該施設に接する公共用通路等（道路以外）※との間の経路 
・ホームから連続したバリアフリールートとなる出入口 

道路 

（生活関連経路） 

下記に接する道路（駅前交通広場を含む道路法による道路）の 
新設、改築又は修繕 

・旅客施設（生活関連施設）の出入口 
・旅客施設（生活関連施設）に接する公共用通路等（道路以外）※ 

※公共用通路（道路以外）：旅客施設の営業時間内において、常時一般交通の用に供されている一般交通
用施設（道路以外）であって、旅客施設の外部にあるもの（自由通路など） 

 
図 ５.４ 届出対象範囲のイメージ 

（出典：移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン 

（平成 31年 3月 国土交通省総合政策局安心生活政策課））  
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（２） 届出の対象となる範囲 

本区においては、下記の場合において届出の対象となります。 

旅客施設  

・旅客施設の新設や改築（その他工事）を行う場合 

 

道路・駅前広場  

・駅出入口（改札）へ向かうための上下移動施設や、鉄道高架下の公共用通路と接

する部分の新設や改築、修繕を行う場合 

※鉄道駅及び鉄道高架下の公共用通路に接する道路、駅前広場は、道路法による

道路（区管理）であり、届出の対象となる。 

なお、届出対象となることが想定される事業の計画が明らかになった段階で、促

進方針に記載した配慮事項等を踏まえた整備がされるよう、関係者との調整や、必

要に応じて区民意見の反映の機会の設定に努めるものとします。 

また、本区では、「ＵＤ推進条例」の届出と併せて、バリアフリー法二十四条の六

に基づく届出を提出していただき、工事計画及び内容を確認し、必要に応じて移動

等円滑化の促進、移動の連続性の確保について指導や助言を行います。さらに、移

動等円滑化の促進を図る上で支障があると認められた場合、その届出をした者に対

し、必要な措置の実施を要請します。 

詳細は、「ＵＤ推進条例」、「バリアフリー建築条例 ～届出のご案内～」を参照く

ださい。 

 

 
図 ５.５ 届出制度の流れ 

（出典：移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン 

（平成 31年 3月 国土交通省総合政策局安心生活政策課）） 
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 促進方針の実現に向けて 

６.１ 取組みの方向性 

協議会や多くの区民の意見を反映させた本方針に記載した事項を今後具現化し

ていくためには、引き続き関係者が一丸となって取り組んでいく必要がありま

す。この章では、関係者が今後どのような取組みをしていくのか、その方向性を

記します。 

（１） 周知・啓発と連携・協力 

① 区民、施設設置管理者、行政機関等をはじめとする関係者に対し、世田谷区

移動等円滑化促進方針の内容を周知・啓発する。 

② 教育や啓発により心のバリアフリーの促進に取り組み、区民意識の醸成に努

める。 

③ 区民、施設設置管理者、行政機関等と連携・協力しながらバリアフリー化を

推進し、面的・一体的なバリアフリー化の実現に取り組む。 

 

（２） 世田谷区ＵＤ推進計画との一体的な推進 

① 本方針とＵＤ推進計画とが一体となって、世田谷区のＵＤを推進するよう努

める。 

② 本方針は、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」を

はじめ、様々な条例・方針・計画等との整合・連携を図りながら、地域共生

社会の実現をめざす。 

 

（３） 促進地区の他地区への展開と区全体のレベルアップ 

① 促進地区内の生活関連施設及び生活関連経路管理者に対し、配慮事項を踏ま

えた整備や維持管理を促し、促進地区内の移動等円滑化のレベルアップを図

る。 

② 促進地区の良い部分を区内の他地区へ展開し、将来的には区全体のレベルを

更に引き上げる。 

③ 他地区への展開にあたっては、市街地開発事業などの面的整備の機会を捉え

るなど、効率的に一体的な整備が可能となるよう配慮するとともに、５つの

総合支所の地区特性を踏まえた柔軟な展開を図るものとする。 
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６.２ 重点的な取組み 

（１）「うめとぴあ」、区役所本庁舎の移動等の円滑化 

区は、うめとぴあ周辺と、建て替えを進めている世田谷区役所本庁舎周辺の移

動等円滑化に向けた取組みを進めます。 

・ICTの活用を含めたサイン整備の検討をする。 

・生活関連経路の点検を行い、必要に応じた改修等を実施する。 

 

（２）商店街の心のバリアフリーの促進 

区と商店街とが協力しながら、促進地区内の商店街に対し心のバリアフリー等

に関する普及啓発活動を実施します。 

・本方針の内容を周知する。 

・ワークショップ等の手法を取り入れた普及啓発活動を実施する。 

 

（３）交通事業者等との連携 

鉄道事業者は、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン（令和４年 6月国土

交通省）」などによる、鉄軌道施設の円滑な利用や安全確保について、区に対して

情報共有しながら検討を進めます。 

なお、促進地区内においては、（１）、（２）の取組と共に、区と交通事業者等が連携・協

力し取組みを進めていきます。 

 

６.３ 実現に向けた取組み 

本方針による移動等の円滑化を着実に進めるため、6.2の実施にあたっては、庁内関

係所管、施設設置管理者等による連絡会を設け、課題の確認、整理等を進め、具現化へ

の検討、予算化等必要な対応を講じ実現を図ります。 
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図 ６.１ 世田谷区のユニバーサルデザインまちづくりのイメージ

世田谷区のユニバーサルデザインまちづくりのイメージ

区全域

生活関連
施設

配慮事項

生活関連
経路

商店街

小田急小田原線
・豪徳寺駅
・梅ヶ丘駅

東急世田谷線
・松原駅
・山下駅
・宮の坂駅
・上町駅
・世田谷駅
・松陰神社前駅
・若林駅

京王井の頭線
・東松原駅

届出制度

移動等円滑化促進地区内の旅
客施設と接する範囲

道路

生活関連施設のうち、移動等
円滑化促進地区内の旅客施設

旅客施設

促進地区

法・条例等

ガイドライン等

移動等円滑化基準

区全域にかかる
４つの方針

区全域にかかる
整備基準等

これまでの
ユニバーサルデザイン

まちづくりの
取組み

今後の
ユニバーサルデザインまちづくりの取組み

移動等円滑化促進方針による取組み

２ 情報のバリアフリーの促進

１ 施設のバリアフリーの促進

３ 心のバリアフリーの促進

４ 商店街における
バリアフリーの促進

他地区への展開 【基本目標】

施設の利用と移動に関する
バリアフリー化の促進

他地区へ展開

促進地区

第５章

第３章

第４章
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参考資料 

参考１ 世田谷区移動等円滑化促進方針策定協議会 設置要綱 

 

（設置） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号）第 24

条の２の規定に基づき、移動等円滑化促進方針を策定するため、同法第 24条の４に規定

する協議会として世田谷区移動等円滑化促進方針策定協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）移動等円滑化促進方針の策定に関すること。 

（２）移動等円滑化促進地区の選定に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、バリアフリーの推進のため区長が必要であると認め

た事項に関すること。 

（委員の構成） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。 

（１）学識経験者 

（２）高齢者、障害者団体等を代表する者 

（３）関係行政機関 

（４）施設設置管理者 

（５）公安委員会 

（６）区職員 

（７）前各号に掲げる者のほか、区長が必要であると認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、第３条第１項第１号に規定する学識経験者のうちから、これを選出する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長が選出される前に招集する会議

は、区長が招集する。 

２ 議長は、会長がこれを務める。 

（意見聴取等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（協議結果の報告） 

第８条 会長は、会議の結果を区長に報告するものとする。 

（事務局） 

第９条 協議会の事務を処理するため、事務局を世田谷区都市整備政策部都市デザイン課に置

く。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長

が定める。 

附 則 

この要綱は、令和 ３ 年 ３月 １日から施行する。  
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参考２ 世田谷区移動等円滑化促進方針策定協議会 委員名簿 

  区分 所属（職） 

1 
学識経験者 

日本大学理工学部まちづくり工学科 特任教授 

2 東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科准教授 

3 

障害者団体 

世田谷区視力障害者福祉協会 理事長 

4 世田谷区聴覚障害者協会 理事 

5 世田谷区肢体不自由児者父母の会 会長 

6 高齢者団体 世田谷区高齢者クラブ連合会 副会長 

7 子育て等団体 せたがや子育てネット 専務理事 

8 障害者スポーツ関係者 東京都障害者スポーツ指導員（陸上競技） 

9 事業者 世田谷区商店街連合会 常務理事 

10 関係行政

機関 

国 国土交通省関東運輸局交通政策部バリアフリー推進課長 

11 東京都 東京都都市整備局 都市基盤部 交通政策担当課長 

12 

施設 

設置 

管理者 

国道 関東地方整備局東京国道事務所 交通対策課長 

13 都道 東京都第二建設事務所 管理課長 

14 

鉄道 

京王電鉄株式会社鉄道事業本部計画管理部計画担当課長 

15 小田急電鉄株式会社 交通企画部 課長 

16 東急電鉄株式会社 経営戦略部 総括課課長 

17 バス 一般社団法人東京バス協会 乗合業務部長 

18 

タクシー 

公益財団法人東京タクシーセンター 指導部次長 

19 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会業務部長 

20 一般社団法人東京都個人タクシー協会 管理部部長 

21 

交通管理者 

(公安委員会) 

警視庁北沢警察署 交通課長 

22 警視庁成城警察署 交通課長 

23 警視庁世田谷警察署 交通課長 

24 警視庁玉川警察署 交通課長 

25 

区 

技監 

26 総合支所 地域振興課長 代表 

27 総合支所 街づくり課長 代表 

28 政策経営部 政策企画課長 

29 庁舎整備担当部 庁舎管理担当課長 

30 庁舎整備担当部 庁舎建設担当課長 

31 施設営繕担当部 公共施設マネジメント課長 

32 スポーツ推進部 スポーツ推進課長 

33 経済産業部 商業課長 

34 保健福祉政策部 保健医療福祉推進課長 

35 高齢福祉部 高齢福祉課長 

36 障害福祉部長 

37 障害福祉部 障害施策推進課長 

38 子ども・若者部 子ども家庭課長 

39 都市整備政策部長 

40 都市整備政策部 都市計画課長 

41 都市整備政策部 都市デザイン課長 

42 みどり３３推進担当部 みどり政策課長 

43 道路・交通計画部 道路計画課長 

44 道路・交通計画部 交通政策課長 

45 土木部 土木計画調整課長 

46 土木部 工事第一課長 

47 教育政策部 教育指導課長 
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参考３ ＵＤ推進地区（ユニバーサルデザイン環境整備推進地区※1）とは 

まちは道路や駅など公共的施設のほかに、様々な人々によっていろいろな施設がつ

くられています。まちでは、日常的に人々の交わりや移動など、多くの人々が様々な

暮らしを営んでいます。 

人によって暮らし方の様相は様々ですが、住まいから一歩外に出て目的地に着くま

でには、いろいろな施設を利用し、多くの場合、人とのコミュニケーションが必要で

す。公共施設や店舗を利用するとき、電車やバスを利用するとき、歩道を歩くとき、

公園に行ったとき、何かを知りたいとき、相手と会話を行うときなど、人によって様々

な行動があります。 

その時に、まちの施設や移動の経路、人とのコミュニケーションそのものが、その

人にとってのバリア（障壁）になることがあります。 

みんなが力を合わせて、多くの人達の手で形成されているまちのバリアをなくし、

だれもが、どこへでも、安全にそして快適に出かけることができて、自立して社会活

動に参加できるまちにしていく必要があります。 

区では、基本計画の分野別政策の一つである「魅力ある街づくり」を実現していく

ために、「ＵＤのまちづくり」を掲げています。 

バリアフリーからＵＤヘの認識が進む今、すべての区民が身体的能力に関係なく安

全で安心して、快適に移動できる社会環境を整備していくことは、これからのすべて

のまちづくりに必要不可欠なものになっています。 

ＵＤ推進地区とは、このようなまちの実現に向けて、みんなで力と知恵を出しあい、

ＵＤの視点によるまちづくリを積極的に進める地区です。現在、５つのＵＤ推進地区

を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD推進地区 
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ＵＤ推進地区での取組みおよびＵＤ推進地区図 

 
 

■梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地区 

「やさしいまちづくり」をテーマに、区民参加による道路整備、サイン整備な

ど様々な実績を積み重ねてきています。近年、都立梅ヶ丘病院の跡地を使い、保

健医療福祉の拠点「うめとぴあ」が整備されるなど、世田谷区都市整備方針の中

で《保健福祉の街づくり重点ゾーン》に位置づけられています。 

 

■区役所周辺地区 

区役所周辺地区では、「ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり推進モデル事業

（東京都モデル事業）」として、松陰神社通りを中心に、区民主体による積極的な

ユニバーサルデザインまちづくりを進めてきました。 

また、区役所をはじめ区民会館や保健所、図書館、法務局、都税事務所などの

公共施設が多く立地しています。 

 

■千歳烏山駅～芦花ホーム周辺地区 

住民、事業者、行政の協働の場「烏山ネット・わぁ～く・ショップ」を中心と

して、区と区民が協働で『できることから実現しよう』を合い言葉に、駒大グラ

ンド前バス停の改善、リーディングラインの整備などバリアフリー整備を実現し

てきました。 

 

■成城学園前駅周辺地区 

住民組織「バリアフリーの街 成城を考える会」が中心となり、駅施設のバリア

フリー点検の実施や、商店街の店舗・通学路のバリアフリーマップを作成しまし

た。また、区と協働で成城学園前駅駅施設等のバリアの改善等を行い、駅周辺の

商店街のバリアフリー化に取り組んでいます。 

 

■深沢１～４丁目周辺地区 

「ねたきりゼロをめざす会」が中心となり、『できることから始めよう』との掛

け声で道路等の段差の改善等を進めるとともに、区と住民との協働で呑川緑道の

整備について検討し、整備を実現しました。 
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ＵＤ推進計画をもとに作成 

 ＵＤ推進地区図 

 

   

梅ヶ丘駅～豪徳寺駅 
・山下駅周辺地区 
 

千歳烏山駅～芦花ホーム 
周辺地区 

 

区役所周辺地区 

成城学園前駅周辺
地区 

深沢１～４丁目
地区 

：ＵＤ推進地区 
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参考４ まち歩きワークショップの実施概要と主な意見 

（１） 開催概要 

促進方針の検討に際し、まち歩きワークショップを実施しました。 

表 まち歩きワークショップの概要 

日程 令和４年２月 28日（月） 13:00～16:00 

内容 

・区民参加型の現地視察 

・施設や経路のバリアフリー化の状況や課題等の確認 

・参加者同士での意見交換 

目的 
・経路や施設等のバリアフリー関するより具体的なイメージの共有 

・移動等円滑化促進に関する事項への区民意見の反映 

対象地区 ・梅ヶ丘駅周辺地区、区役所周辺地区の２地区 

意見集約・

方法 

・現地確認シートへの記入（当日回収、又は後日郵送） 

・意見集約（事務局にてとりまとめ後日メール送付） 

参加者 

・市民参加者：14名、付添者２名、区職員１名 

・協議会会長 

・事務局：９名 
 

   
図 まち歩きワークショップの様子 

表 点検テーマ・ポイント・対象施設 

テーマ 点検のポイント 点検経路・施設等 

鉄道駅・周辺の 

バリアフリー 

・駅の整備における配慮 

（改札口、券売機、窓口、トイレ等） 

・駅前広場での配慮（案内サイン等） 等 

・梅ヶ丘駅 

・松陰神社前駅 

・駅前広場 

・梅丘公衆トイレ 

道路の 

バリアフリー 

・歩道整備での配慮 

・歩道設置困難な道路での配慮 

・バス停留所の整備における配慮 

・誘導用ブロックの連続性 

・案内誘導サイン等における配慮 等 

・歩行者ネットワー

クを構成する路線 

建築物の 

バリアフリー 

・多くの人が利用する施設の整備での配慮 

・上下移動（エレベーター・階段）、トイレ、駐

車場等での配慮 

・窓口での配慮や人的対応、サービスでの配慮 

・公共・公益施設 

・保健・福祉施設 

・商業施設 

商店街の 

バリアフリー 
・商店街における配慮 ・商店街での取組み 

心のバリアフリー ・人的対応や心のバリアフリーに関する配慮 ・各施設 
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（１） 主な意見 

まち歩きワークショップでの主な意見を以下に示します。 

表 主な意見内容 

テーマ 主な意見（○：良い点、△：課題点・改善点） 

鉄道駅・周辺の 

バリアフリー 

○梅ヶ丘駅は、車椅子やベビーカーでも通れる拡幅改札がある。 

△梅ヶ丘駅の券売機のタッチパネルは車椅子で使用するには位置が高い。 

○松陰神社前駅にホーム転落防止用の内方線付き誘導ブロックが設

置されている。 

△改札前の案内と道路上の案内サインが連動していない。 

道路の 

バリアフリー 

△レンガ舗装の歩道が地盤沈下による不陸や凹凸が生じているため、

車椅子やベビーカーで通行しにくく、雨天時には水たまりが生じて

不快。 

△音響式信号機やエスコートゾーンが場所によって設置されている

ところとないところがある。 

△視覚障害者誘導用ブロックが一部破損している。 

△交差点付近にあった案内板の位置が悪く、歩道が狭くなっている。 

建築物の 

バリアフリー 

○うめとぴあの出入口にスロープがあり、通路も広い。 

△誘導用ブロックは設置されているが、破損部分がある。 

○トイレの出入口に音声案内が設置されている。 

△バリアフリートイレが複数設置されている場合、どちらかにユニバ

ーサルベッドがあると良い。 

△エレベーターやバリアフリートイレの案内サインやピクトグラム

が小さく見えにくいため、位置が分かりにくい。 

△障害者用駐車施設は１台分しかないが、利用者が多いためもう少し

あると良い。 

△トイレ等の個室空間に、非常時であることを視覚的に示すフラッシ

ュライトが必要である。 

△聴覚障害者への対応内容を示す案内が少ない（ない）。 

公園の 

バリアフリー 

△出入口に段差はなくて良いが、自転車進入防止用の柵があり、車椅子では

入りにくい。 

△羽根木公園の園路は勾配が急なため、車椅子で通行するのが困難で

ある。 

△案内板にバリアフリールートが示されているが、凡例がないため分

かりにくい。 

○若林公園の園路は車椅子やベビーカーでも通りやすい舗装である。 

○バリアフリートイレ入口前にひさしがあり、雨天時でも利用しやす

い。 

商店街の 

バリアフリー 

△自転車の違法駐輪や店舗の商品陳列、大型看板等が歩道上にも置か

れているため、路側帯（歩行空間）がさらに狭く、歩きにくい。（梅

丘商店街） 

○梅丘商店街の一部の店舗では、出入口に段差解消スロープが設置さ

れ、点字メニューや筆談ボードが常備されている。（梅丘商店街） 

○松陰神社通り商店街は店舗入口と歩道に段差がなく、歩道もフラット

である。 

△バリアフリートイレ等を示した案内マップがあると良い。 

心の 

バリアフリー 

○梅丘商店街では区のＵＤ精神をよく理解していてとても好意的で

あり、車椅子対応等の最大限の工夫をしている。 

△ソフト面の対応が十分でないため、必要な支援の整理をした方が良い。 

△区内のバリアフリーに関する情報提供・周知が必要である。 
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（２） まち歩きワークショップから導き出された４つの方針 

 
図 まち歩きワークショップから導き出された４つの方針 
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図 まち歩きでの意見と配慮事項  
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図 まち歩きでの意見と配慮事項  
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図 まち歩きでの意見と配慮事項 
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参考５ 主な基準等 

各生活関連施設や生活関連経路のバリアフリー整備にあたっては、バリアフリー

法に基づく移動等円滑化基準への適合に努めるとともに、関連するガイドラインや

条例等に留意した整備を推進することが基本となります。 

表 バリアフリー化に関する主な基準等 

種別 項目 名称 所管など/作成年月 

移
動
等
円
滑
化
基
準 

公共交通 
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造
及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提
供の方法に関する基準（公共交通移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 

令和４年３月改正 

道  路 

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車
両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準 

（道路移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 

令和 3年 3月改正 

移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準 
国土交通省【省令】 

令和 3年１月改正 

公  園 
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する
基準（都市公園移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 

平成 24年 3月改正 

建 築 物 

移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び
配置に関する基準（建築物移動等円滑化基準） 

国土交通省【政令】 

令和 2年 12月改正 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために 

誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準 

（建築物移動等円滑化誘導基準） 

国土交通省【省令】 

令和 4年 3月改正 

交通安全 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等
に関する基準 

国家公安委員会【規則】 

令和２年 12月改正 

駐 車 場 
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び
設備に関する基準（路外駐車場移動等円滑化基準） 

国土交通省【省令】 

平成 18年 12月 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等 

公共交通 

公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイ
ドライン バリアフリー整備ガイドライン〔旅客施設編〕 

国土交通省 

令和４年 3月改訂 

公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイド
ライン バリアフリー整備ガイドライン〔車両等編〕 

国土交通省 

令和４年 3月改訂 

公共交通機関の役務の提供に関する移動等円滑化整備 

ガイドライン バリアフリー整備ガイドライン〔役務編〕 

国土交通省 

令和４年 3月改訂 

駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン 
国土交通省 

令和４年 7月 

道  路 道路の移動等円滑化に関するガイドライン 
国土交通省 

令和 4年 6月 

公  園 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 
国土交通省 

令和 4年 3月改訂 

建 築 物 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 
国土交通省 

令和 3年 3月改正 

教育啓発 教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン 
国土交通省 

令和 4年 3月 

駐車場 

駐車場ユニバーサルデザインガイドライン 
(財)東京都道路整備保全公社 

平成 19年 2月 

障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン 
東京都 

平成 25年 8月 

条
例
等 

公共交通 

道路 
東京都福祉のまちづくり条例 

東京都 

平成 21年３月改正 
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種別 項目 名称 所管など/作成年月 

建築物 

公園等 
世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 

世田谷区 

平成 21年 9月改正 

道  路 

都道における移動等円滑化の基準に関する条例 
東京都 

令和 3年 10月 

世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定道

路の構造の基準に関する条例 

世田谷区 

平成 25年 4月 

公  園 

東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例 
東京都 

平成 25年４月 

世田谷区高齢者、障害者等の移動等の円滑化に係る特定公

園施設の設置の基準等に関する条例 

世田谷区 

平成 25年４月 

建 築 物 

高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例
（建築物バリアフリー条例） 

東京都 

令和 3年 3月改正 

世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい
建築物に関する条例 

世田谷区 

令和 3年６月改正 

交通安全 
東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る 
信号機等の基準に関する条例 

東京都 

令和 3年 10月 
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国土交通省資料を基に作成  
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国土交通省資料を基に作成 
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参考６ 促進地区の福祉のまちづくりに関する主な取組み 

表１ 促進地区の福祉のまちづくりに関する主な取組み（年表） 

西暦 
（元号） 

行政などの動き 
●梅ヶ丘・豪徳寺・山下 
■区役所周辺 

1939 
（昭和 14） 

 ●都立光明養護学校松原に移転 

1945 
（昭和 20） 

 ●都立梅ヶ丘病院開業 

1976 
（昭和 51） 

 ●第一回雑居まつり 

1982 
（昭和 57） 

・福祉のまちづくりのための施設整備
要綱制定 

 

1983 
（昭和 58） 

・世田谷区基本計画の調整計画策定
「ふれあいのあるまちづくり」が重点
施策のひとつに位置付けられる。 

●「ふれあいのあるまちづくり」研
究委員会設置 

1984 
（昭和 59） 

 

●「ふれあいのあるまちづくり計
画」(梅ヶ丘駅周辺まちづくりを
考える区民と区の集い) 
●「ふれあいのあるまちづくり」定
例会開始 

1985 
（昭和 60） 

 

●梅丘中学校前ふれあい通りの
基本設計＋定例会 
●「まちで電話をかけるには」実
物大模型で公開実験(協力
NTT) 

1986 
（昭和 61） 

 

●ふれあい通り(梅丘中学校前
第１期工事)完成 
●完成記念イベント「歩いてみよ
う新しいみち」開催 

1988 
（昭和 63） 

・せたがやふれあい公社設立 
・世田谷区福祉施設送迎バス運行研
究調査 

 

1989 
（平成元） 

・世田谷トラスト協会発足 

●リレーイベント「やさしいまちっ
て何だろう」開催('94 まで毎
年開催) 
●総合福祉センター周辺環境整
備 
●総合福祉センター開設 

1990 
（平成 2） 

・世田谷区住宅条例制定 
・ふれんどバス運行開始 

 

1991 
（平成 3） 

・地域行政スタート(5総合支所) 
●梅ヶ丘界隈やさしいまちづくり
「界隈賞」受賞 

1992 
（平成 4） 

・世田谷まちづくりセンター設立 

●世田谷区福祉整備調査(公共
施設の福祉整備の現状) 
●やさしいまちづくり推進計画策
定のための調査 
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表１ 促進地区の福祉のまちづくりに関する主な取組み（年表） 

西暦 
（元号） 

行政などの動き 
●梅ヶ丘・豪徳寺・山下 
■区役所周辺 

1993 
（平成 5） 

・世田谷区やさしいまちづくりのため
の施設整備要綱制定 
・やさしいまちづくりの視点からみた世
田谷区内の駅施設基礎調査 
・世田谷まちづくりファンド助成開始 

■やさしいまちってなんだろう「や
さしいまち体験ラリー＆WS」
(区役所周辺地区) 

1995 
（平成 7） 

・せたがやノーマライゼーションプラン
策定 
・世田谷福祉のまちづくりネットワーク
(27 団体)結成(世田谷区まちづくり
ファンド助成決定) 
・世田谷区福祉のいえ・まち推進条例
制定 

 

1996 
（平成 8） 

・世田谷区地域保健福祉推進条例制
定 
・福祉的環境整備審議会発足 

 

1997 
（平成 9） 

・条例に基づく整備基準策定 
・条例に基づく届出制度開始 

 

1999 
（平成 11） 

・福祉的環境整備推進計画策定及び
UD推進地区の指定 
・世田谷線リフト付き新型車両導入 

●■UD推進地区に指定(梅ヶ丘
駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地
区、区役所周辺地区) 

2000 
（平成 12） 

・各 UD推進地区の整備計画策定 
●■UD推進地区の整備計画策
定(梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅
周辺地区、区役所周辺地区) 

2001 
（平成 13） 

・せたがやノーマライゼーションプラン
改定 

 

2002 
（平成 14） 

 
■「やさしい商店街づくり推進連
絡会議」発足(松陰神社通り) 
●梅ヶ丘駅高架化 

2003 
（平成 15） 

・世田谷区高齢者保健福祉計画、介
護保険事業計画改定 

■やさしい商店街づくりワークショ
ップ実施(松陰神社通り) 

2004 
（平成 16） 

 

■東京都福祉のまちづくり「特
区」モデル事業選定(松陰神社
通り商店街) 
■「元気でやさしい松陰神社通り
まちづくりの会」発足 

2005 
（平成 17） 

・福祉のいえ・まち推進条例改正 

●梅ヶ丘駅周辺案内板づくり(ワ
ークショップ) 
■音のウインドウショッピング運用
開始(松陰神社商店街) 
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表１ 促進地区の福祉のまちづくりに関する主な取組み（年表） 

西暦 
（元号） 

行政などの動き 
●梅ヶ丘・豪徳寺・山下 
■区役所周辺 

2006 
（平成 18） 

・せたがやノーマライゼーションプラン
世田谷策定 
・世田谷区高齢者保健福祉計画、介護
保険事業計画(第３期)策定 
・福祉のいえ・まち推進条例・施行規則
施行 
・福祉のいえ・まち推進条例・施行規則
改正 

●豪徳寺駅周辺地区地区街づく
り計画策定 
■元気でやさしい松陰神社通り
商店街マップ発行 
■松陰神社通りのユニバーサル
デザイン工事着手 
■松陰神社通りのユニバーサル
デザイン工事完了 

2007 
（平成 19） 

・世田谷区ユニバーサルデザイン推進
大綱 
・第１期世田谷区障害福祉計画策定 
・世田谷区ユニバーサルデザイン推進
条例施行 
・世田谷区高齢者、障害者等が安全
で安心して利用しやすい建築物に関
する条例(世田谷区バリアフリー建築
条例)施行 

■松陰神社通り 2期工事、斜め
踏切改修工事、区役所周辺サ
イン設置工事完了 

2009 
（平成 21） 

・第４期世田谷区高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画策定 
・第２期世田谷区障害福祉計画策定 
・世田谷区ユニバーサルデザイン推進
計画策定 
・世田谷区ユニバーサルデザイン推進
条例・施行規則改正(整備基準と遵
守基準を設ける) 

 

2012 
（平成 24） 

・第 5 期世田谷区高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画策定 
・第3 期世田谷区障害福祉計画策定 

 

2013 
（平成 25） 

・「世田谷区道路の構造の技術的基準
に関する条例」制定 

 

2015 
（平成 27） 

・ユニバーサルデザイン推進計画(第
2期)策定 
・せたがやノーマライゼーションプラン
(世田谷区障害者計画)・第 4 期世
田谷区障害福祉計画策定 
・第 6 期世田谷区高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画策定 
・世田谷 UDゼミ開講 
・世田谷 UDスタイル発行開始 

●梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅
界わい 
街づくりデザイン指針作成 

2016 
（平成 28） 

・ホストタウン登録 ■世田谷合同庁舎開設 

2017 
(平成 29) 

・共生社会ホストタウン登録 
●■ゆるっとウォーク（まちある
きマップ）作成 

2018 
(平成 30) 

・せたがやノーマライゼーションプラン
(世田谷区障害者計画)一部見直し・
第５期世田谷区障害福祉計画(第１
期世田谷区障害児福祉計画)策定・
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表１ 促進地区の福祉のまちづくりに関する主な取組み（年表） 

西暦 
（元号） 

行政などの動き 
●梅ヶ丘・豪徳寺・山下 
■区役所周辺 

第７期世田谷区高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画策定 
・世田谷区多様性を認め合い男女共
同参画と多文化共生を推進する条
例制定 

2019 
(令和元) 

・ユニバーサルデザイン推進計画(第
2期)後期策定 
・多文化共生推進行動計画策定 
・先導的共生社会ホストタウン認定 

●梅ヶ丘駅ホームドア設置 

2020 
(令和 2) 

 ●「うめとぴあ」本格稼働 

2021 
(令和 3) 

・UDサポーター養成講座開講 
●都立光明学園にて東京 2020
大会聖火ビジット開催 

202３ 
(令和５) 

・世田谷区障害理解の促進と地域共
生社会の実現をめざす条例 施行 
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ふれあい通り_ガードレール 

 ガードレールを車道側に寄せて、交通標

識や電柱(細い径のもの)をガードレールと

同じ線上に配置しました。歩道の幅は変え

ずに、有効幅員を整備前の 2倍近く(160

～170cm)に広げることができました。 

ふれあい通り_枝道交差部 

 枝道との交差部において、枝道側をかさ

上げし、歩道と枝道との段差をなくしまし

た。 

 

表 2 梅ヶ丘駅周辺整備の実績 

ふれあい通り_梅丘中学校前 

 キーワードをバリアフリー、都市デザイン、
住民参加とし、区民の皆さんとともにつくり
上げた道路です。梅丘中学校にスロープを
設置し、学校に用地を提供してもらい歩道
と一体的な整備をしたことで、狭かった歩
道を広く使えるようになりました。一方、視
覚障害者の方の参加がなかったため、完
成当時は誘導用ブロックがなく、後から敷
設しました。 

ふれあい通り_都立光明学園辻広場 

 ふれあい通りと赤堤通りとの交差点角に

設けた広場には、周辺施設の案内と光明

学園の生徒たちがつくった区の花「サギソ

ウ」のビー玉モザイクを設置しました。 

 

（施設の改修に伴い廃止） 
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区立児童相談所付近の道路 

 雨水を浸透させる舗装や、片側に設けら

れた手すり、工夫された車止めなど、歩く人

にやさしい道路です。 

【参考 電話ボックス】 

 携帯電話などが一般的ではなかった時

代、電話をかけるには公衆電話が必要でし

た。 

羽根木公園に設置されていた電話ボック

スには扉があって、車椅子使用者が電話を

かける際にはとても使い勝手が悪かったそ

うです。 

(携帯電話の普及に伴い廃止） 

表 2 梅ヶ丘駅周辺整備の実績 

ふれあい通り_梅丘中学校辻広場 

 中学校の角地を広場にし、車椅子使用者

も利用できる扉のない電話ボックスをつく

りました。使いやすさを検討するため、原寸

大模型を使った公開実験も行いました。 

 

(携帯電話の普及に伴い廃止） 

 

民間ビル後退部 

 「やさしいまちづくり」の主旨に賛同した

所有者の協力で、街角広場や歩道状公開

空地をまちに提供してくれています。 

 また、敷地と歩道を段差なく連続させ、バ

ス停近くにはベンチもできました。 

 歩行空間が広がり、ゆったり歩けるように

なりました。 
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【参考 昔の鉄道駅のバリア】 

 高架化される前の梅ヶ丘駅は、橋上駅舎

の形式でした。エレベーターやエスカレータ

ーが整備される前は、車椅子使用者が電

車に乗る際には、車椅子ごと人力で持ち上

げて階段を移動していたそうです。 

梅ヶ丘駅のバリアフリー 

 現在の梅ヶ丘駅は、連続立体交差事業が

終わり、エレベーターなどの設備が整った

駅として生まれ変わっています。 

表 2 梅ヶ丘駅周辺整備の実績 

 

梅丘公衆トイレ 

 小田急線の高架下、梅ヶ丘駅近くにある

音声案内がついた公衆トイレです。 

サイン整備 

 これまでの「やさしいまちづくり」を継承

し、一体感を持つ街づくりを進めるため、

「梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅界わい街づ

くりデザイン指針」を踏まえ、住民参加によ

るサイン整備計画を作成。 

 梅ヶ丘駅～豪徳寺駅～山下駅間のサイン

を新設・改修しました。 
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界隈賞受賞 

 だれにでも「やさしいまち」を目指して歩

道や街かど広場などの道路環境整備、公

共施設整備が進められてきたこと、その中

で地域の人たちの参加や民間ビルの協力

が生まれ界隈づくりが広がってきているこ

とが評価され、1991年 1月に第 4回せ

たがや界隈賞に梅ヶ丘駅北口界隈が受賞

しました。 

表 2 梅ヶ丘駅周辺整備の実績 

 

豪徳寺駅前リーディングライン 

 視覚障害者の円滑な移動支援には視覚

障害者誘導用ブロックの設置が望ましい

ですが、歩道が無く狭小な歩行スペースの

道路のため、通常より幅の狭い線状ブロッ

クをリーディングラインとして連続的に設置

しました。 
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表 3 区役所周辺整備の実績 

松陰神社通り_道路中央への排水施設整備 

 これまで、道路と店舗等との段差が、円滑

な移動の支障となっていました。 

 松陰神社通りでは、道路の中央に向かっ

て勾配をつけ、道路中央に排水施設を設

け、店舗等との段差を解消する工事を実施

しました。 

松陰神社通り_店舗入り口の段差解消 

 商店街が自主的に、店舗のバリアフリー

を推進することをルールとして定めたことに

より、多くの店舗で段差が解消されました。

これにより、地域住民が安心して買い物が

できる空間を作り出しました。 

松陰神社前駅_斜め踏切の解消 

 東急世田谷線松陰神社前駅の西側の踏

切が斜めであったため、自転車やベビーカ

ー、歩行者などが線路の溝にはまってしま

う危険な踏切でしたが、東急電鉄株式会

社の協力を得て平成 19年 3月に道路と

線路が直行した踏切に改良しました。 

 これにより、踏切の安全性が高まりました。 

松陰神社通り_リーディングライン 

 視覚障害者の円滑な移動支援には視覚

障害者誘導用ブロックの設置が望ましいで

すが、歩道が無く狭小な歩行スペースの現

状の道路のため、通常より幅の狭い線状ブ

ロックをリーディングラインとして連続的に

設置しました。設置に先立ち、テスト道路を

作り、実際に視覚障害者や車椅子使用者

の意見をもらいながら改良を行っています。 
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様々なサイン整備 

 誰もがわかりやすい地区内のサインを設

置するため、住民参加によるサイン整備ワ

ークショップを開催し、音声案内付きのサイ

ン、路面表示によるサインなどを整備しまし

た。 

表 3 区役所周辺整備の実績 

 

音のウインドウショッピングによる案内 

やさしい商店街マップの作成 

 やさしい商店街マップは、街づくり協議会

の会員自らで商店街を取材して、「ユニバ

ーサルデザイン福祉のまちづくり推進モデ

ル事業」の一環として作成しました。 

 AM ラジオを 1,620キロヘルツにしてお

店の入口付近を通ると、店主の声でお店

の情報が聞こえる音声案内装置を 20店

舗に導入しました。これにより、目の不自由

な方にとっても楽しくショッピングができま

した。 

ふれあい おかみさんＤＡＹによる情報提供 

 店前の敷地部分に各店が売り出し情報

を黒板で掲示しています。お店とお客さん

のふれあいを通じて、まちの賑わいとやさし

さをつくりだしました。 
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参考７ 用語集 

あ行 

［移動等円滑化基準］ 

バリアフリー法施行に伴い主務政省令で定められた、旅客施設、車両、道路、信号

機、路外駐車場、都市公園、建築物等の移動等円滑化に関する基準。 

[インクルーシブ] 

「包括的なさま」や「全てのものを含んでいるさま」の意味を持つ言葉。ノーマラ

イゼーションの理念の一つとして主に社会福祉や教育の現場などで用いられる言葉。 

［ＳＮＳ］ 

ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）を略したも

ので、インターネット上で、個人同士が繋がれるような場所を提供しているサービス

の総称。 

［エスコートゾーン］ 

視覚障害者用道路横断帯といわれ、横断歩道の中央部に視覚障害者が認知できる突

起を設け、横断歩道内を安全にまっすぐ進めるようにするもの。 

［オストメイト］ 

直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓器に機能障害（内部障害のひとつ）を負い、手

術によって、人工的に腹部へ人工肛門や人口膀胱の排泄口を増設した人を「オストメ

イト（ostomate）」という。国内には約 20～30万人のオストメイトがいると言われて

いる。 

か行 

［可動式ホーム柵］ 

駅のホームで線路に面する部分に設置された可動式の

開口部を持った仕切り。ホーム上の利用者への安全対策

の一つで、線路内への転落事故や列車との接触事故を未

然に防ぐ。可動式ホーム柵は高さが床面から 1.3m から

1.4m程度のタイプ。ホームドアと呼ばれる場合もある。 

［交通バリアフリー法］ 

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法

律」（平成 12年 11月 15日制定）。公共交通機関のバリアフリー化と、区市町村が定

める移動円滑化基本構想（交通バリアフリー基本構想）の大きな枠組みとなる。バリ

アフリー法の施行に伴い、ハートビル法と統合・拡充された。 
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[合理的配慮（合理的配慮の提供）] 

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障

害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあ

るバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたと

きに、負担が重すぎない範囲で対応すること。 

［高齢化率］ 

総人口に対する 65歳以上の人口の割合。 

［心のバリアフリー］ 

高齢者、障害者等の自立した日常生活および社会生活を確保することの重要性並びに

そのために高齢者、障害者等の円滑な移動および施設の利用を実現することの必要性に

ついて理解を深めること。また、視覚障害者誘導用ブロック上への駐輪、車椅子使用者

用駐車施設への駐車等による高齢者、障害者等の施設の利用等を妨げないことのみなら

ず、必要に応じ高齢者、障害者等の移動および施設の利用を手助けすること等、高齢者、

障害者等の円滑な移動および施設の利用を確保することに積極的に協力すること。 

さ行 

［サイン］ 

世田谷区情報のユニバーサルデザインガイドライン改訂版（令和 3年 3月改訂）に

おいて、街なかのサインとして「案内サイン」、「誘導サイン」、「位置サイン」、「その

他」の４つを定義しており、街なかの「案内サイン」は地図を用いたサイン、「誘導サ

イン」は公共施設の方向を示すサイン、「位置サイン」は道路通称名や施設名称を表示

するサインをいう。 

［視覚障害者誘導用ブロック］ 

視覚障害者を誘導するために床面や路面等に敷設される、線状、点状の突起をもっ

た床材等のこと。 

[障害者差別解消法（障害を理由とする差別解消の推進に関する法律）] 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方

公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置な

どについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげること

を目的とする法律。 

［ＪＩＳ規格（Japanese Industriaｌ Standards）］ 

日本産業規格。日本の産業製品に関する企画や測定法などが定められた日本の国家

規格のこと。全国で規格統一が図られていなかった視覚障害者誘導用ブロックに関す

る JIS規格は、平成 13年 9月に制定された。 
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［重点整備地区］ 

バリアフリー法に基づく基本構想に定める地区。バリアフリー化のための事業を重

点的かつ一体的に推進すべき地区として区市町村が定めるもの。 

［スパイラルアップ］ 

スパイラルアップとは、「継続的に改善する」プロセスを意味するものとして用い

られる。 

［生活関連施設］ 

高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、

福祉施設その他の施設のこと。 

［生活関連経路］ 

生活関連施設相互間の経路（道路や通路など） 

た行 

［東京都福祉のまちづくり条例］ 

やさしいまち東京の実現を目指すことを宣言し、高齢者、障害者等にとってやさし

いまちがすべての人にとってやさしいまちであるという認識に立ち、高齢者、障害者

等が円滑に利用できる施設の整備とサービスの向上を図るために、制定された条例。 

［都市計画マスタープラン］ 

都市計画に関する基本的・総合的・長期的計画であり、都市計画法第１８条の２に

定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のこと。 

［特定公園施設］ 

移動円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設。対象となる公園施設は

次に掲げるもの、都市公園の出入口・駐車場と特定公園施設および主要な公園施設と

の間の経路を構成する園路および広場／休憩場／野外劇場／野外音楽堂／駐車場／

便所／水飲場／手洗場／管理事務所／掲示板／標識などがある。 

［特定事業計画］ 

バリアフリー法に基づく基本構想に記載された特定事業（バリアフリー化に関する

事業）に関し、関係する事業者が作成する計画。公共交通特定事業計画、道路特定事

業計画、路外駐車場特定事業計画、都市公園特定事業計画、建築物特定事業計画、交

通安全特定事業計画及び教育啓発特定事業計画がある。 

［特定道路］ 

生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、多数の高齢者、障害者等の移動が

通常徒歩で行われる道路（国土交通大臣が指定）で、道路の新設又は改築を行う際に道

路の移動等円滑化基準（省令）又は地方公共団体の条例への適合義務が生じるもの。 
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［特定路外駐車場］ 

道路の付属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物および建築物に付属す

る駐車場を除く路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が 500㎡以上であ

り、かつ駐車料金を徴収するもの。 

［特定旅客施設］ 

バリアフリー法において、１日当たりの平均的な利用者数が 5,000人以上であるこ

と、又は相当数の高齢者、障害者等の利用が見込まれることなどの要件に該当する旅

客施設のこと。 

［特別特定建築物］ 

不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物をいい、

官公署、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗や、主として高齢者、障

害者などが利用する老人ホーム、福祉ホームなど。 

［扉（とびら）］ 

扉（とびら）には、開き戸、引き戸などがある。開き戸は、室内側に押して開ける

内開き、室外側に引いて開ける外開きがある。引き戸は、壁と平行に滑らせて開ける

扉をいう。 

な行 

［ノーマライゼーション］ 

障害のある人が障害のない人と同等に生活し、共にいきいきと活動できる社会を目

指すこと。 

は行 

［ハートビル法］ 

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（平

成６年）。一定規模の病院、劇場、百貨店、公共施設等の建築物について、バリアフリー化

の努力義務を課したもの。改正ハートビル法（平成 15年 4月 1日施行）では、一定条件

の特別特定建築物の新設もしくは大規模な改良の場合は、バリアフリー化が義務づけられ

る。バリアフリー法の施行に伴い、交通バリアフリー法と統合・拡充された。 

［パブリックコメント(=区民意見提出手続き)］ 

行政が計画を策定したりする際に、あらかじめ計画の原案を区民の皆様に公表し、

寄せられた意見を考慮して最終決定するための一連の手続のこと。 

［バリアフリートイレ］ 

「車椅子使用者用トイレ（車椅子使用者が使用できる広さが確保された便房（大型

ベッド付き含む）、オストメイト対応水洗器具を有する便房、乳幼児設備を有する便

房の総称のこと。 
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［バリアフリー法］ 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18年 12月 20日

施行）。従来の交通バリアフリー法では大規模な鉄道駅等の旅客施設を中心として、

周辺道路や信号機等のバリアフリー化を図ることが目的とされていたが、より面的か

つ一体的・連続的なバリアフリー化を促進していくための枠組みとして、建築物のバ

リアフリーに関する法律であるハートビル法と交通バリアフリー法が一体化した法

制度となったもの。 

［ホームドア］ 

駅のホームで線路に面する部分に設置された可動式の開口

部を持った仕切り。ホーム上の利用者への安全対策の一つで、

線路内への転落事故や列車との接触事故を未然に防ぐ。ホー

ムドアは床面から天井までを完全に覆うタイプ。可動式ホー

ム柵をホームドアと呼ぶ場合もある。 

［ホームページ］ 

インターネット上に個人や企業等が情報受発信を目的に設置したページのこと。 

や行 

［ユニバーサルデザイン］ 

高齢者や障害者なども含め、だれにでも使いやすい形に、設計すること。ユニバー

サルデザインには、①公平であること、②自由度が高いこと、③単純で、④分かりや

すいこと、⑤安全であること、⑥余計な体力を使わないこと、⑦使いやすい適正な空

間と大きさの確保などの７つの原則がある。 

[ユニバーサルデザイン２０２０行動計画] 

平成 29 年２月に、障害の有無や、性別、年齢にかかわらず、全ての人がお互いの

人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる

共生社会の実現を目指し、国において、「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」が

策定された。 

[ユニバーサル社会実現推進法] 

平成 30年 12月に、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保され

ることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等

の責務を明らかにするとともに、諸施策を総合的かつ一体的に推進するために、「ユ

ニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」（ユ

ニバーサル社会実現推進法）が施行された。 
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［ワークショップ(=研究集会)］ 

ワークショップ〔Work Shop〕とは、「作業場」「工房」などの意味を持つ言葉で、何

かについてのアイデアを出し合い、意思決定をする研究集会のことであり、様々な人

が集まり、共通の体験、共同作業、体験の意見交換などにより相互理解を図り、新し

い発見をし、問題解決の工夫を考えること。 
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